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名古屋コーチン
名古屋コーチンは明治の始め、尾張藩士海

部兄弟が尾張地方の在来種とバフコーチン

を交配したのが改良の基礎といわれている。

明治36年には愛知県農事試験場が系統の

確立に取組み、明治38年には「名古屋コー

チン」として公認され、国産実用品種１号の鶏

となった。

冠は単冠で鮮赤色。羽色はバフ色（淡い黄

褐色）、眼は赤栗色、嘴が淡黄褐色、脚は鉛

色（灰色）である。耳朶は鮮赤色、中等の大

きさで、滑らかでしわ、ひだがない。

性質は極めて温順でおとなしく、各種鶏病に

対する抵抗力があり、非常に飼いやすい。

名古屋コーチンには卵用種と肉用種がある。

写真提供：愛知県農業総合試験場
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我々は前世紀までに経験した薬

害事件や環境汚染の教訓を基に、

化学物質がヒトの健康や環境に及

ぼすであろう悪影響を予見し、そ

れを未然に防止することを最終目

的とするトキシコロジーの一層の

発展を期す必要がある。20世紀と

21世紀を跨ぐこの十数年の間、動

物実験を基盤とするトキシコロジ

ー領域では、新しい実験手法

（toxicogenomicsに代表される所

謂-omics等）の開発と種々の実験

動物（がん遺伝子などのヒト遺伝

子を組み込んだトランスジェニッ

ク動物や情報伝達経路に関与する

遺伝子の変異あるいはノックアウ

ト動物等）の開発が、研究の発展

を支えてきた。また、種差の最大

要因としての薬物代謝に関して

も、ヒトの肝細胞・組織の活用と

動物実験を併用することで、多く

の事実が明らかになってきてい

る。加えて、トキシコロジーへの

新しい視点の導入（発がん機構解

析へのepigeneticsの導入等）によ

って、化学物質の示す毒性の性状

と発現機序に関する詳細が急速に

明らかにされつつあり、こうした

流れは今後一層加速されるものと

思われる。

21世紀のトキシコロジーは「食

の安全」を包括するより広範な学

問領域として機能することが期待

されるとともに、種差から一歩踏

み込んだ毒性発現の個体差の予測

が最終的な目標となるであろう。

そうしたなかで、私個人としては

次の２点を強調しておきたい。一

つは、トキシコロジー研究におけ

る病態モデル動物の活用である。

これは、医薬品は本来病態を有す

る個体に適用されること、および、

我々の経験（ヒト高脂血症モデル

ラットでは正常ラットでみられる

アセトアミノフェンの肝・腎毒性

が逆転することから、病態を有す

る個体では毒性の性状に加え毒性

の発現機序も変化する可能性があ

る）から、今後のトキシコロジー

の重要課題のひとつと考えられ

る。もうひとつは、現在我々が手

掛けている、母体―胎盤―胎児軸

における毒性発現機序の解明なら

びに胎児毒性と出生児の形態・機

能異常との間に横たわるブラック

ボックスの解明で、極めて重要な

課題であるにも拘らず、世界的に

みてもやっと研究の緒についたば

かりである。いずれにしろ、化学

物質の示す毒性の性状を包括的に

把握し、その発現機序を多面的に

解析出来る動物実験は、トキシコ

ロジー領域で今後一層重要性を増

すに違いない。

21世紀のトキシコロジーの展望と
動物実験の重要性

東京大学大学院農学生命科学研究科

教授 土井邦雄

The 21st 
Century
Toxicology
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日本実験動物協会
創立二十周年記念式典開催される
平成17年5月24日に社団法人日本実験動物協会創立二十周年記念式典が虎ノ門パストラル

にて開催されました。農林水産省生産局町田勝弘畜産部長、独立行政法人農畜産業振興機

構山本徹理事長、社団法人中央畜産会中瀬信三副会長らの来賓のほか、会員、賛助会員、

専門委員、元役員・理事等関係者が110余名が参加いたしました。

第一部の記念式典では後藤会長の祝辞についで、感謝状贈呈が行われました。

農林水産大臣からの感謝状および農林水産省生産局長からの感謝状が農林水産省の町田

畜産部長より、また日本実験動物協会会長感謝状が後藤会長より贈られました。

1． 農林水産省関係感謝状
（永続勤続役員）

農林水産大臣感謝状

上松嘉男　副会長　　

農林水産省生産局長感謝状

新関治男　理事　

清水英男　理事

２．日本実験動物協会会長感謝状
功労者表彰（永続勤続役員）

大島誠之助　監事

永年勤続専門委員（2名）

三枝順三　委員長

斉藤　徹　委員

功労団体（5団体）

社団法人日本実験動物学会

日本実験動物技術者協会

日本実験動物協同組合

財団法人実験動物中央研究所

東洋理工株式会社

次いで感謝状受賞代表者上松副

会長からの謝辞、来賓祝辞と続き、

第一部は閉会いたしました。

第二部の記念講演は筑波大学名

誉教授の村上和雄先生。演題は

「笑いと感動があなたの遺伝子を

オンにする」でした。笑い遺伝子

のオン・オフのお話は非常に面白

く、笑いあふれる講演でした。

第三部の祝宴では鏡開きから始

まり、旧交を温めるひと、懐かし

い人との再会、いろいろな話に花

が咲き、あっというまの2時間で

した。
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日本実験動物協会創立二十周年記念式典開催

本日ここに、社団法人日本実験

動物協会創立20周年記念式典が挙

行されるに当たり、一言ごあいさ

つを申し上げます。

御承知のとおり、21世紀は生命

科学の時代ともいわれており、医

学、薬学の分野においては再生医

療やゲノム創薬、畜産の分野にお

いては遺伝子の機能に着目した育

種改良といった新たな動きも見ら

れるようになっております。この

ような中、実験動物産業は、高品

質な実験動物の安定的供給、疾患

モデル動物に代表される特殊な形

質を備えた実験動物の開発・供給

等を通じて、生命科学の進展に大

きく貢献するとともに、我が国畜

産の一翼を担う重要な産業として

発展してまいりました。

貴協会が設立された昭和60年当

時は、生命科学の著しい発達に伴

い、実験動物に対するニーズの高

度化、多様化が急速に進みつつあ

りました。このような動きに迅速

対応するため、関係各位の並々な

らぬ御努力により、実験動物生産

者を始めとする関係事業者が結集

する新たな全国組織として、貴協

会が設立されてと伺っておりま

す。以来、我が国実験動物産業を

リードすべく、第一線の専門家の

方々からなる各種委員会を設置

し、実験動物の開発・改良、実験

動物に携わる技術者の養成等に積

極的に取り組まれております。

特に、貴協会で養成・認定して

いる技術師は、現在、一級二級合

わせて4千5百名に上り、年々多様

化、高度化する動物実験の適正実

施等により、我が国生命科学の発

達を支える重要な人材として欠く

ことのできない存在となっており

ます。

また、最近では、動物福祉に対

する国民の関心の高まりに応える

べく、自主管理の徹底を基本とす

る第三者評価システムの導入を御

検討されていると伺っておりま

す。このような貴協会の実験動物

産業における御尽力に対しまして

深く敬意を表するしだいでありま

す。

農林水産省といたしましても、

実験動物産業の健全な発展に資す

るため、実験動物に関する高度技

術者の養成、新たな実験動物種の

開発等に対する支援を行ってお

り、独立行政法人家畜改良センタ

ーにおきまして、貴協会とともに

ミニブタ等の開発・普及の取組を

行っているところであります。今

後とも、貴協会と連携し、我が国

実験動物産業の発展に努力をして

いるところであり、本日の創立20

周年記念式典を契機に、貴協会を

始め関係者各位の一層の御尽力を

お願いする次第であります。

結びといたしまして、本日の式

典において感謝状を受けられた

方々の永年の御労苦に対しまして

心から敬意を表し、お祝い申し上

げますとともに、貴協会の今後ま

すますの御発展と、本日御出席の

皆様方の一層の御健勝を祈念いた

しまして、私のお祝いの言葉とい

たします。

平成17年5月24日

農林水産省生産局畜産部長

町田　勝弘
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はじめに

わが国の動物実験は、動物福祉

の観点からどのようなリスクにさ

らされてきただろうか。第一に、

わが国では動物実験の国際原則で

ある３Rが法文に盛り込まれてい

なかった（１）。そのため、欧米諸

国からアウトロー批判までされた

（（２）ほか私信）。第二は、動物実

験の拠るべき共通ガイドライン

（以下、ガイドライン）が策定さ

れていないことに加えて、外部評

価の仕組みがないため、社会的透

明性を欠き、実験動物は虐待批判

の的になった。

これらの誤解は、今まさに払拭

されようとしている。与野党5党

は、「動物の愛護及び管理に関す

る法律」（以下、動愛法）の改正

に合意し、今国会で成立、６月22

日公布された。2006年から施行さ

れるであろう。一方、日本学術会

議第7部は、2004年７月15日付け

で「動物実験に対する社会的理解

を促進するために」（提言）（以下、

提言）を報告し（３）、その具体化

に向けた動きも活発化してきた。

改正・動物愛護管理法

第一のアウトロー批判は、改正

法の施行によって解決すると思わ

れる。現行の第24条は第41条とな

り、第1項として、これまで欠落

していた２R、すなわち代替法の

活用と使用数の削減が配慮事項と

して追加された（表１）。これで、

第2項にある苦痛軽減の方法に関

する規定と合わせて、３Rの理念

がすべてそろった。

ガイドラインができれば、３R

を法文に明記しても動物実験の規

制を招くことにはならないだろう

と、与野党は第24条の改正に合意

したという。この法案がまとまる

までに、立法関係者の間で激しい

議論があったと聞く。この場をお

借りして関係者の方々に心からお

礼申し上げたい。

わが国の研究者は、実験動物学

が何たるかを明確に示す業績を多

数あげてきた。たとえば、医療と

密着したヒト疾患モデル動物の開

発、実験動物の品質向上に直結す

る微生物モニタリングシステムの

改正・動物愛護管理法公布
「動物の愛護及び管理に関する法律」の実効を高めるために

自然科学研究機構　生理学研究所 鍵山直子

第四十一条　動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の

科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができ

る範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用す

ること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等によ

り動物を適切に利用することに配慮するものとする。

２　動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度におい

て、その動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。

３　動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みがない状態に

陥っている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、でき

る限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならな

い。

４　環境大臣は、関連行政機関の長と協議して、第二項の方法及び前項の

処置に関しよるべき基準を定めることができる。

表1．改正・動物愛護管理法（現第二十四条関係）

topics

■トピックス
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確立などである。その背景には３

Rの立証という隠れた業績がある

のだが、肝心な３Rが法規に明文

化されていなかったために、国際

舞台でアピールするときの礎に欠

ける感があった。改正法の施行に

よってこの悩みは解決する。

提言の具体化

第二の虐待疑惑も、提言の具体

化によって解消されようとしてい

る。ガイドラインの制定と、ガイ

ドラインの実効を担保する第三者

評価システムの構築である。提言

の具体化は、産官学が一体になっ

て推進する必要があり、すでにそ

のうねりが始まっている。

玉置憲一東海大学名誉教授（日

本学術会議実験動物研究連絡委員

会委員長）の呼びかけで、学術会

議、国立大学動物実験施設協議会、

生理学会、製薬工業協会などの研

究者・管理者と、実験動物生産者

を含む13団体（組織）が参加して、

提言の具体化に向けて意見を交わ

した。基本的考え方、ガイドライ

ンの制定、および第三者評価シス

テムの設置について申し合わせを

行い、文部科学省に報告した。

申し合わせによると、ガイドラ

インは基本指針と詳細指針の2部

構成になる（表2）。基本指針は、

動物実験を所轄する文部科学省等

の行政当局が制定する。この基本

指針の骨格に科学者集団が肉をつ

けて、より詳細な指針を作る。こ

れら２つの指針に照らして、動物

実験の専門家等が、ピアレビュー

方式による第三者評価を実施する。

詳細指針は、バイオサイエンス

に係わる教育・試験研究機関等

に、あまねく適用し得るように作

成しなければならない。そのため

には、数値的なしばりをできるだ

け避け、参考文献を活用するなど

して国際協調を図るとともに、各

機関の専門家に創意工夫を促すよ

う記述すべきである。

わが国の動物実験は自主管理

だ、だから研究者の裁量にまかさ

れていいはずだ、という主張をと

きどき耳にするが、行政当局の直

接関与はなくても、機関承認は必

要である。したがって、実験を始

める前に機関の委員会による審査

を受け、機関の長の最終承認を得

なければならない。その拠りどこ

ろとして、ガイドラインや機関の

規程が必要なのである。

ガイドラインと動愛法、基準の関係

今回の法改正にあたっては、動

愛法で動物実験を規制することは

しない、というコンセプトが確認

された。したがって、動物実験の

適正化は従来どおり、動物実験を

所管する文部科学省、厚生労働省

等が推進すると思われる。

ガイドラインの対象は実験であ

り、目的は動物実験の科学的適正

化である。実験計画への３Rの反

映、動物がこうむる苦痛と実験が

もたらす恩恵の分析（c o s t -

benefit analysis）、機関における

動物実験の責任体制・管理組織の

樹立、実験操作を中心とする科学

的処置、第三者評価による検証な

どが、記述の対象となるのではな

いか。

３Rは動物実験の国際原則であ

るのと同時に、実験動物福祉の基

基本指針

・文科省等、動物実験を所轄する国の行政機関が策定

・準拠義務を伴う行政文書（告示、通達など）

・「基準」を反映した「科学的動物実験のポリシー」

・ヒアリング、パブコメ募集等を経て論点整理

詳細指針

・基本指針に基づいて動物実験関係者が作成

・生命科学分野に共通して適用し得るガイドライン

・国際原則・ガイドライン等の引用で欧米諸国と協調

表2．想定される動物実験ガイドラインの構成

改正・動物愛護管理法公布

■トピックス
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本理念でもある。改正法は、理念

としての３Rを法文に謳っている

（図1）。第41条の条文は、愛玩動

物の福祉においてしばしば強調さ

れる5 freedomに対する、実験動

物のアイデンティティを明確に示

すものである。

動愛法に基づいて定められた

「実験動物の飼養及び保管等に関

する基準」（以下、基準）の対象

は動物であり、目的は、実験動物

の福祉向上である。改正法に追加

された２R（代替法の活用と使用

動物数の削減）は、動物を実験に

供する以前の配慮事項であって、

動物福祉の方法を示すものではな

い。したがって、基準は苦痛軽減

に焦点を合わせ、飼育管理、動物

の健康と安全の確保、施設の衛生

管理といった福祉と直結する事項

を中心に規定している。

第三者評価

フィージビリティ・スタディか

らのスタートになろう。外部評価

は、欧米ではすでに実施されてい

る。EU諸国の外部評価は、行政

当局の査察という形をとる。

EU諸国は、動物実験計画の審

査・承認も行政当局が行うので、

機関承認を基本とするアメリカの

外部評価とは意味が違う。アメリ

カの外部評価は、行政査察と第三

者評価の組み合わせである。実験

動物の人道的取扱いは査察、動物

実験の適正性は第三者評価という

ふうに仕分けしている。

実験動物の人道的取扱いができ

ていなければ法による制裁、すな

わち罰金や登録抹消措置が科せら

れる。一方、動物実験の科学的適

正性に関しては、科学者からなる

NPO（AAALAC International）

がピアレビューを実施している。

こちらは、できていれば国の研究

費が交付されるというインセンテ

ィブ方式である。

わが国は、理念のみを法に謳い、

ガイドラインがその実効を担保

し、評価を第三者のピアレビュー

に委ねるという、アメリカの一歩

上を行く動物実験の管理システム

を目指している。これは、カナダ

の方式に近い。

一般市民へのアウトリーチ

提言は、わが国の自主管理体制

には問題点があることを認めてい

る。ガイドラインがなく、規程等

をそれぞれの研究機関が個別に定

めているため、自主管理の具体的

基準が外から見えにくい、また、

研究機関による自主管理の客観性

と透明性を評価検証する仕組みが

ないため、動物実験が適正に管理

されていることを社会に説明しに

くい、といった点である。

ガイドラインによる動物実験の

自主管理と、第三者によるピアレ

ビューを組み合わせれば、科学研

究の創造性を損なうことなく、動

物実験の透明性を高めることがで

きるであろう。併せて、市民に対

する啓蒙活動にも積極的取り組む

べきである。動物実験に理解を示

す愛護団体との協働も必要ではな

かろうか。

動愛法 ガイドライン

動物福祉の方法

３Ｒ
代替法活用
使用数削減

基本指針（動物実験行政）

詳細指針（動物実験等専門家）

実験動物の飼養及び保管等
に関する基準（環境大臣）

動物実験の科学的適正化

規程等策定と実行（各個）

（反映）

苦痛の軽減

図１．改正・動物愛護管理法と動物実験ガイドラインの関係

topics
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おわりに

改正法では、附則に5年後の見

直し等を行う検討規定が置かれ

た。5年間で実効があがらないと、

いったい何が起こるであろうか。

今回、われわれの主張を理解して

くれた愛護団体も、おそらく自主

管理方式に見切りをつけ、動物実

験に対する法規制を求めてくるで

あろう。

そこでは３つのシナリオが考え

られる。まずは動愛法による動物

実験の規制である。そうなれば、

動物実験の廃止に至る道筋も見え

隠れする。つぎに考えられるのは、

動物実験規制法の新規制定であ

る。そして最後は、科学技術基本

法を根拠法とする動物実験の適正

化である。これならば、もしかす

ると世界に冠たる法体系が生まれ

るのかもしれない。

付記

内閣府の要請により、2004年12

月、東京医科歯科大学の篠田義一

教授とともに「動物福祉に関する

勉強会」に出講し、これがきっか

けとなって、法改正や提言の具体

化に関与するようになった。した

がって、ここに記した見解は特定

の団体・組織を代表するものでは

なく、一有識者としてのものであ

ることを理解してほしい。

参考文献等

（１）Kagiyama N, T Nomura. 2004.

Japanese regulations on animal

experiments. In: ILAR, National

Research Council ed.

Development of science-based

guidelines for laboratory animal

care. - The November 2003

International Workshop -.

Washington D. C: National

Academy Press. P 50-56.

（２）Research Defense Society:

International comparison of animal

experimentation regulations.  RDS

News July, 2001. 

（３）日本学術会議第7部報告「動物実験

に対する社会的理解を促進するた

めに」（提言）2004/7/15(第19期)

株式会社株式会社 アドスリー 

詳しくはホームページ http://www.biophilia.jp/ をご覧下さい。随時、内容は更新していきます。

〒164-0003 中野区東中野4-27-37       
tel : 03-5925-2840  fax : 03-5925-2913  http://www.adthree.com

編集委員長　前島　一淑（慶應義塾大学名誉教授）　　
編集委員
海野　隆  （日本オルガノン株式会社主幹部員）　  小林　英司（自治医科大学分子病態治療研究センター教授）
星　信彦  （神戸大学農学部教授）　　　 　    　　吉崎　理華（(株)東レリサーチセンター研究員）
劉　　陽  （慶應義塾大学医学部）

生命科学に関するさまざまな情報の効率的な
媒体として、総説、特集、連載、技術紹介、
ニュース等を中心とする情報雑誌。　

 
毎年毎年3月･6月･9月･1212月 各1010日発売日発売

定価定価 1,8901,890円（税込）円（税込）

医学・薬学・理工学者向けの生命科学を中心とした情報誌

～生命科学の未来を考える～～生命科学の未来を考える～ ビオフィリア

改正・動物愛護管理法公布
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農林水産省消費・安全局農産安全管理課課長補佐

●藤河　正英

遺伝子組換え生物等の使用等の

規制による生物の多様性の確保に

関する法律（平成15年法律第97号。

以下「カルタヘナ法」という。）

施行後、実験動物業者の皆様に、

遺伝子組換え実験動物の第二種使

用等として販売目的で生産、飼育

等を行う場合は、主務大臣による

拡散防止措置の確認が必要である

旨をお知らせしてきたところです。

先般、一部の法人において、カ

ルタヘナ法に違反して、農林水産

大臣による拡散防止措置の確認を

受けずに、遺伝子組換え実験動物

の繁殖、育成等（以下「組換え実

験動物の繁殖等」という。）を行って

いた事実が判明いたしました。

今後、このような事態が再発し

ないよう、組換え実験動物の繁殖

等は、法により規制されているこ

と及び組換え実験動物の繁殖等を

開始する前に法に基づく申請等の

手続きが必要であることについ

て、法令を遵守いただくとともに、

社内職員の方々に周知徹底いただ

くようお願いいたします。

また、下記に示すとおり、対象

となる第二種使用等が、研究開発

等に係る使用等（以下「研究開発

利用」という。）に該当するか、

産業上の使用等（以下「産業利用」

という。）に該当するかによって、

主務大臣が異なることに留意いた

だくとともに、不明の点がある場

合や判断が難しい場合には、必ず

照会下さい。

なお、対象となる第二種使用等

が、研究開発利用に該当するか又

は産業利用に該当するかの判断に

ついては、別紙に基本的な考え方

を示しているので、参考として下

さい。

１　組換え実験動物の繁殖等が研究開発利用に該当する場合

組換え実験動物の繁殖等を開始する前に、研究開発等に係る遺伝子組換え

生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令（平成

16年文部科学省、環境省令第１号。以下「研究開発等二種省令」という。）に規

定する第二種使用等拡散防止措置確認申請書を、文部科学大臣あてに提出下

さい。また、執るべき拡散防止措置が研究開発等二種省令に定められている場

合は、これに従って下さい。なお、当該省令は、文部科学省ホームページ

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/kumikae.htm）に掲載し

ておりますので、御活用下さい。

２　組換え実験動物の繁殖等が産業利用に該当する場合

組換え実験動物の繁殖等を開始する前に、遺伝子組換え生物等の第二種使

用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令

（平成16年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第１号。

以下「産業利用等二種省令」という。）に規定する第二種使用等拡散防止措置

確認申請書を、農林水産大臣あて提出して下さい。また、保管、運搬に当たっ

て執るべき拡散防止措置は、産業利用等二種省令に従って下さい。なお、当該

省令は、農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/carta/index.htm)

に掲載しておりますので、御活用下さい。

第二種使用等として行う遺伝子組換え実験動物の繁殖育成等の取扱いについて

カルタへナ法について

「遺伝子組換え生物」かかる法令研修会開催される
現在きわめて関心の高いカルタへナ法に関連する手続きについての研

修会を、平成17年6月13日（月）に当協会主催、日本実験動物協同組

合協賛、農林水産省及び文部科学省協力のもとに東京大学弥生講堂にお

いて開催した。講師は農林水産省消費・安全局農産安全管理課藤河正英

課長補佐、同省農産安全管理課島村博子審査官、文部科学省研究振興局

ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室石井康彦室長、同省生命倫

理・安全対策室土門英司専門官および東京大学大学院農学生命科学研究

科久和茂助教授の５氏であり、参加者は200名であった。

ここに、農林水産省消費・安全局農産安全管理課藤河正英課長補佐に

よる要旨と資料の一部を紹介するとともに文部科学省による講演のスラ

イドの抜粋を紹介する。

なお、当協会は本法令に関するマニュアル作成を予定している。



12 LABIO 21 July 2005

　小動物の増殖等の畜産類似業は、カルタヘナ法施行規則第40条第４項第２号により、

【申請者】

【申請者】

【申請者】

【申請者】

農林水産省申請小動物の
増殖・販売、
輸入・販売等
の畜産類似業
を営む者

輸入 産業利用(省令で措置が定められていない場合)
等二種省商業化

種畜 令に従う実用化 確認

開
発 販売
企
業

文部科学省等 申請
研究機関等研究開発

研究開発

研究開発(省令で措置が定められていない場合)

(省令で措置が定められていない場合)

(省令で措置が定められていない場合)

機関内 等二種省
手続き 令に従う確認

2　研究の委託を受けて、実験動物の作出・飼育・増殖等を行う場合
　研究用リソースバンクと同様に、研究の委託を受けた実験動物の飼育管理会社等における
実験動物の作出・飼育・増殖等は、指針運用時から研究開発として整理されてきており、
カルタヘナ法の下でも、カルタヘナ法施行規則第40条第４項第１号の規定により、
研究開発に係る遺伝子組換え生物等の使用等を所管する文部科学省に確認申請を行うこととなる
（文部科学省と環境省とが共同で定めた省令で拡散防止措置が定められていない場合）。

申請
飼育管理会社等
における実験動
物の作出・飼育・
増殖等
（機関内手続き）

確認
委託

（アウトソーシング）

実験動物や実験データ等の提供
文部科学省

申請
研究機関等

確認

研究開発の一環

（注）実験動物業界は、農林水産省が所管している。

【海外】 【国内】

1　実験用小動物を生産し、研究機関等に販売する場合（２に該当する場合を除く。）

事業を所管する農林水産省に確認申請を行うこととなる。

研究開発
等二種省
令に従う

機関内
手続き

遺伝子組換え実験動物の第二種使用等拡散防止措置確認申請書の
申請先等について
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カルタへナ法について

遺伝子組換え生物等の種類の名称 ・当該遺伝子組換え生物等（以下組換え生物）の宿主の分類学上の
種の名称及び当該遺伝子組換え生物の特性等の情報を含め、他の
遺伝子組換え生物等と明確に区別出来る名称とする。また、開発
者が付した識別記号及び国際機関において統一的な識別記号が付
されている場合にあっては、当該記号を記載すること。
例：○○○遺伝子導入○○高発現○○モデルマウス（導入遺伝子
名,宿主名（学名））（識別記号）
＜遺伝子名、学名はイタリック体で記入のこと。＞

第二種使用等をしようと　　名称 ・当該組換え生物を第二種使用するすべての作業区域について、そ
する場所 れぞれ記載すること。

ただし、飼育管理等を他社に委託する場合は、施設の管理責任
者が異なるので、別途当該受託会社も申請を行うことが必要。

所在地 ・当該組換え生物を第二種使用するすべての作業区域について、そ
れぞれ記載すること。この場合、研究棟等の名称や位置名（例え
ばA研究棟２Fエリア等）も記載すること。

第二種使用等の目的及び概要 ・目的及び概要を具体的に記載のこと。
下記例参照
○○症研究用実験マウスの生産及び販売を目的とした○○高発現
モデルマウスの飼育及び繁殖

宿主又は宿主の属　　　分類学上の位置及び自然 (1)分類学上の位置
する分類学上の種　　　環境における分布状況 ・種の学名（種名）学名は、当該生物分野の命名規約に則り記述する

こと。属名、種小名、亜種名等はイタリック体で記入、命名者名も
ローマン体で記入すること。
・種名（和名または英名）
・品種名又は系統名がある場合にはその名称
(2)宿主品種を作出するために用いた遺伝的改変の内容
・由来品種等から利用しようとする宿主品種までの系統図（別添資
料として添付のこと。）
・遺伝的改変の操作（例えば近交系による継代）
(3)自然環境における分布状況
宿主品種、由来品種あるいは宿主の属する分類学上の種の分布状
況について、主としてどのような場所（環境）に生息しているか
を分かるように記載。
必要に応じて関連資料を添付すること

〈農林水産省所管第二種使用等拡散防止措置確認申請書の記入方法（動物）〉
（注）太 字 部 分：「遺伝子組み換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たっては執るべき拡散防止措置等を定め

る省令」における大臣確認の申請書様式備考に定められている事項
その他の部分：「農林水産大臣がその生産又は流通を所管する遺伝子組換え生物等に係る第一種使用規程の承認の申請につ

いて」及び拡散防止措置確認会議動物検討会における留意点の記載内容等

様式第二（第７条関係）（用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。）

第二種使用等拡散防止措置確認申請書
年　　月　　日

農林水産大臣 ○○○○殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名（法人の場合：法人の名称及び代表者の氏名）

申請者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　（本人の署名可）
住所（法人の場合：主たる事務所の所在地）

遺伝子組換え生物等（遺伝子組換え動物）の第二種使用等をする間に執る拡散防止措置の確認を受けたいので、遺伝子組換え
生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条第１項の規定により、次のとおり申請します。
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宿主又は宿主の属　　　使用等の歴史及び現状 (1)宿主又は宿主の属する分類学上の種の使用の歴史について記載。
する分類学上の種　　　　　　　　　　　　　 (2)主たる使用形態、主たる用途等について記載。

繁殖の様式 ・胎生の哺乳動物の場合、性成熟期、繁殖季節、発情周期、妊娠期
間、産子数等を、その他の生殖又は繁殖様式の場合これに相当す
る内容を記載。

自然界における生存能力 ・宿主品種等の生存能力及び繁殖能力について、一般の開放された
及び繁殖能力 環境における状況を、主たる利用形態の環境と比較して想定され

る点を記載。

その他の情報 ・有害物質等他の生物個体に影響を及ぼす物質や感染性ウイルスの
産生性等の主要な生理学的性質を記載すること。

供与核酸　　　　　　　構成及び構成要素の由来 ・目的遺伝子、隣接領域及び調節系の構成並びにその由来について
記載すること。

・構造について、制限酵素地図、塩基数及び塩基配列を記載すること。
・「 ○○の作出に用いられた供与核酸の構成及び構成要素の由来は
図○、表○に示したとおりである。」とし、
表○の表題は「○○○の作出に用いられた供与核酸の各構成要素
及び機能」と記載すること。
・表には、構成要素の名称、サイズ、由来及び機能を記載すること
・図○は、表○に対応して供与核酸の構成要素を網羅した図で、わ
かりやすく記載すること。
・このとき、目的遺伝子以外の各構成要素の機能も記載すること。
・欠損・置換等の変異を導入した供与核酸を用いる場合などは、そ
の詳細が分かる図を別途作成し、添付すること。
・塩基配列を別紙で添付すること。また、塩基配列がすでに公開さ
れている供与核酸の構成要素については、掲載データベースのア
クセッションナンバーを記入すること。
・論文やカタログのコピーは、必要に応じ当該申請用に分かりやす
く整理、加筆等をした上で添付すること。

構成要素の機能 ・供与核酸が遺伝子として有する機能及び代謝経路の変化について
も記載すること。

・遺伝子の産物がどのような性質を持っているか、それが病原性や
毒素産生性に関係していないかなどについて記載すること。

ベクター　　　　　　　名称及び由来 ・ベクターの名称及び由来する生物の分類学上の位置を記載すること。
・ベクターの全体構成と制限酵素サイトの配置が分かる図を示すこ
と。

特性 ・ベクターの特性について、伝染性、病原性、伝達性、塩基数等に
ついて明らかな範囲で記載すること。

・既知のベクターについて改造又は修飾を行い、新しいベクターを
開発した場合は、既存のベクターに関する文献を添付した上、改
造又は修飾を行った部分について説明すること。
・ベクターの由来生物の特性についても必要に応じ記載すること。

遺伝子組換え動物　　　調製方法 (1)宿主細胞内に移入した核酸の構成（目的遺伝子、プロモーター、マ
ーカー等の配列）及び作成方法（ベクターへの目的遺伝子の挿入方
法等）

(2)宿主細胞内への核酸の移入方法（顕微注入法、ウイルスベクターを
用いる方法、胚性幹細胞を用いる方法等）

(3)供与核酸が導入された細胞又は生物の選抜方法及びその後の育成
経過の概要

(4)供与核酸の調製から組換え体が作出されるまでの工程をフロー図
に簡潔にまとめて添付すること。
必要に応じ要点を図示すること。

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
特
性



LABIO 21 July 2005 15

カルタへナ法について

遺伝子組換え動物　　　細胞内に移入した核酸の (1)移入した核酸が遺伝子組換え動物の染色体に組み込まれているか
存在状態及び発現の安定　　　細胞質内に存在するかの別を記載すること。
性 この際の根拠として、導入遺伝子による発現形質の分離様式、PCR

法、サザンブロット分析等による導入遺伝子の有無及び存在状態
を確認した結果を示すこと。特にサザンブロット分析は導入遺伝
子の存在状態について多くの情報を得られるので必須とする。
（文献のデータによる確認の場合は、本文の説明との整合性をと
ること。）
(2)目的遺伝子の宿主内での発現の安定性（遺伝子組換え動物を継代
した結果得られた複数世代での目的遺伝子の発現に関する知見）
を記載すること。
また、目的遺伝子の発現に関しての上記以外の知見も極力データ
を示すこと。

宿主又は宿主の属する分 遺伝子組換え動物と、その宿主又は宿主の属する分類学上の種との
類学上の種との相違 特性の違いを次の点に留意して記載すること。

・繁殖の様式、
・自然界における生存能力及び繁殖能力、
・感染性ウイルスの産生性、
・その他の情報
（なお、宿主又は宿主の属する分類学上の種から当該遺伝子組換
え動物の識別を可能とする形態的特徴があれば、それを併せて記
載すること。）
申請される組換え動物の特性に依存して拡散防止措置のあり方を検
討する観点から、特に以下の３点については必ず明記すること（③
については具体的なデータ、参考文献等を添付すること）。
①組換え動物が、他の生物に影響を及ぼす有害物質や感染性ウイル
ス等の産生性を有していないか等について
②組換え動物が病原体のレセプター等を有し、特定の病害に対する
感受性を有していないか等について
③組換え動物における繁殖能力、運動能力及び行動パターン（特に
攻撃性）などについて

作業区域の位置 ・事業所内外の建屋の配置及び名称並びに作業区域を図示すること。
・事業所の所在位置が確認できるよう、各事業所所在地の周辺地図
も参考に示すこと。

設備　　　　　　　　　配置 ・作業区域を含む作業場の平面図を示し、遺伝子組換え動物を取扱
う主要な設備の位置及び名称並びに必要に応じて部外者への注意
書き等の位置を記載すること。
・作業区域には、組換え動物取扱い時の作業者と組換え動物の動線
を記入すること。
平面図の中には、
①ドア（通常使用の有無、常時閉などの使用頻度等）、ネズミ返
し(高さ）、オートクレーブ、「ＧＭ動物飼育中」等の表示、排
水口、水道やエアダクト等のあらゆる開口部、アイソラック、
専用ケージや飼育棚等の飼育設備など拡散防止に関わる設備の
配置を書きこむこと。
②作業者の入･退室経路、組換え動物の搬入･出経路の動線を矢印
などで書きこむこと。

また、上記設備の形状、設置状況、表示状況の確認が可能な写真・
資料を添付すること。

構造 ・遺伝子組換え動物を取り扱う設備の仕様について記載すること。
設備の仕様には、設置時期、耐用年数、建築構造等も含め記載す
ること（局長通知第３の１を参照）。

・また、遺伝子組換え動物を取り扱うために排水系統等について特
別な設備を設置した場合には、当該設備を図示すること。
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その他 (1)上記以外の遺伝子組換え動物の使用に関し得られている知見
(2)事故時等緊急時における対処方法（局長通知第３の２を参照）
①実施体制及び責任者
②申請に係る遺伝子組換え生物等を不活化（遺伝子組換え生物等
を施行規則第１条に定める細胞等以外のものに人為的に変える
ことをいう。）するための具体的な措置の内容
③農林水産大臣への連絡の方法
④その他必要な事項

(3)事業者における管理体制（局長通知第３の１の(2)、第４の１を参
照）
①施設・設備の保守点検体制
②経験者の配置及び教育訓練体制（第４の４に定める管理責任者
等を置く場合には、その旨を記載すること。）
③その他必要な事項（第４の１に定める委員会を設置する場合に
は、その旨を記載すること。委員の名簿を申請書とともに提出
すること。）
等について必要に応じ記載すること。

(4)その他
①飼育管理にかかる作業要領・手順について、以下の事項を記載
した別添資料を用意し、説明すること。
・ 給餌作業・ケージ交換作業を行うスペースや頻度(ＧＭ動物に
触れる作業が行われる頻度)、要領、作業方法等について

・作業にあたる人数やＧＭ動物取扱い経験者の配置について
・作業記録の保管状況
・作業時のドアの開閉の要領やネズミ返しの配置の徹底について
・個体数を確認するタイミング、方法・頻度について
・廃棄物(死体等)の搬出・処理方法や頻度について
・清掃の方法、回数、頻度等について
・遺伝子組換え動物を取り扱う施設・区画であることの周知・表
示について　
・敷地内で施設・建物の間を遺伝子組換え動物を移動させる必要
がある場合には、その運搬容器、運搬車輌、表示の方法及び運
搬の頻度について
・運搬時の容器については「組換え動物用使用」、「取扱い注意」、
飼育施設は「組換え動物飼育中」等を表記をしているかどうか　
・作業者への教育・研修等の体制・内容についてのマニュアル等
（初回のみ）
②緊急時のマニュアル等を準備されている場合は、申請書類に添
付するとともに、事故時等、緊急時のポイントとなるべき以下
の事項を別添資料で説明
・施設・建築物の耐震性等の基準については、建築基準法、都道
府県等が定める建築物の基準等、必要な法令を満たしているか
・事故時においても遺伝子組換え動物の逃亡防止措置が確実に機
能するか。
例えば、以下のような事項
☆通常時と同様、作業区域に至る複数の扉の開閉手順の徹底
☆飼育室のケージの破損、扉の破損時の対応
☆飼育室の状況を外部から把握できるシステム
☆夜間・休日における人的配置の体制
☆緊急時に必要な人員の配置
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カルタへナ法について

文部科学省〈「カルタヘナ法」解説資料抜粋〉



18 LABIO 21 July 2005



LABIO 21 July 2005 19

カルタへナ法について

Tg



20 LABIO 21 July 2005

Tg



LABIO 21 July 2005 21

カルタへナ法について



22 LABIO 21 July 2005

カルタへナ法について
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「
実
験
動
物
に
係
る
各
種
法
令
改
正
に
つ
い
て
」

協会担当理事
(株)日本医科学動物資材研究所

Statute Revision

【はじめに】

昨年以来、実験動物関係者は各種の法令改正に翻弄されている。カルタヘナ

法、狂犬病予防法、感染症法、外来生物被害防止法、それに動物愛護管理法等

がそれである。

本会機関誌「LABIO21」18号で、狂犬病、感染症関連省令の改正作業の動き

を改正検討会の座長である吉川泰弘教授（東京大学）に解説して頂いた。また、

19号でそれぞれの法律を所管する役所の改正作業の現場責任者（課長補佐）の

方々から改正法令（または案）を詳細に紹介して頂いた。

本号では、これら（カルタヘナ法、動愛法を除く）法令の改正作業を協会担当理

事として関与した立場から、案作成経過、法令の運用について解説する。法令

の内容については既刊各号ですでに紹介されているので省くとして、話の内容に

は19号と一部重複するところもあるが、これら法令を読者に十分理解して頂く目

的で解説することにした。

なお、ここで紹介する内容は本年6月初旬の内容であり、本号（21号）が発行さ

れる７月には一部の法令には多少変更もあるかも知れないことを承知願いたい。
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【狂犬病予防法　イヌ・ネコの輸入検疫制度】
・犬等の輸入検疫は「狂犬病予防法」及び「家畜伝染病

予防法」に基づく

・「犬等の輸出入検疫規則」（農水省令第68号）、「犬等の

狂犬病検査指針」及び「犬等の輸入検疫要領」の改正

■省令改正の背景

当省令改正の骨子は狂犬病発生国からのイヌ・ネコは

一定条件を満たさない限り原則輸入禁止にある。これに

より、これまで水際でかろうじて狂犬病の侵入を阻止し

ていたこれまでの制度（近隣国に頻繁に発生しているに

関わらず、昭和28年以降今日まで侵入していない）から、

信頼性のあるイヌ・ネコの輸入が可能な制度（以下、従

来の制度を旧制度、改正制度を新制度という）となった。

旧制度がかろうじてと言ったのは、中にはかなりきわ

どい事例も存在しているためである。汚染国から我が国

の法令に準拠しないで（知ってか知らずか）ペットとし

て持ち込まれるケースがかなり多いという。多くの場合

は伴侶動物として個人が直接持ち込む場合である。

狂犬病ワクチンが事前に接種されていない場合は、空

港内家畜防疫官がその場で接種し、180日間空港内動物検

疫所（以下、動検という）で隔離係留しなければならな

かった。

しかしながら多くの場合、飼い主は我が伴侶と別れる

ことに強い難色を示す。旧制度では、人によりなかなか

理解が得られないか、動物側の飼育要因により例外とし

て自宅係留が認められていた。やむを得ず自宅係留を認

めるが、個人の住宅で外部から隔離係留することは事実

上不可能に近く、飼い主も検疫に対する意識が薄いこと

から、平気で散歩させるケースが多い。もちろん検疫係

留期間内に、指示書を発行した管轄動検へ当該動物を連

れて行き健康状態のチェックを受けることになっている

が、これとて守られないケースも散見されていた。以上

の事例の外に密輸で摘発されたこともある。

■省令の内容（試験研究用に供する犬及び猫の農水

大臣指定条件）

制度改正に当たり検討会（座長　吉川教授）が計４回

開催され、国際獣疫事務局（OIE）の基準に従い、同時に

OIEが認定する清浄国地域が非清浄国からの犬等の輸入条

件をも参考に、日本の国情に合った内容で検討された。

改正省令の中身は省く。ここでは、実験動物としての

輸入イヌ・ネコについて述べる。

試験研究に供するために輸入されるイヌ・ネコについ

ては、本協会を始め、多くの関係者からの要請で、特例

措置として米国等輸入相手国が非清浄国にもかかわらず

定められた基準を満たせば原則検疫なしで到着12時間以

内の解放が認められる法改正となった。

一方で自宅係留制度は原則として廃止された（使役犬

の特例措置並びに博物館・動物園においての基準を設け

ての係留は認められた）。

実験用イヌ・ネコの輸入指定基準は、法の平等性とい

う観点から、ペット業界からクレームが出ないよう、か

つ、ペット輸入業者が実験動物と偽って法の網をかい潜

ることの出来ない、極めて厳しい基準となった。

■輸出国イヌ・ネコ生産施設の農水大臣指定

昨年１1月に米国の実験用イヌ生産施設４カ所と実験用

ネコ生産施設２カ所計６施設の現地査察が実施された。

査察官は農水省本局からと動物検疫所の防疫官いずれも

獣医官であり、査察はUSDA（米国農務省）の獣医官の

立ち会いの下に行われた。輸入業者４社も査察に立ち合

った。

本年２月、中国において、サルの大臣指定検疫施設９

カ所の再査察、並びに新規大臣指定申請施設２カ所の査

察と同時平行で実験用生産施設４カ所の査察が実施され

た。中国も米国同様動検家畜防疫官により省獣医衛生当

局並びに管轄の動物検疫所獣医官の立会いのもとに実施

された。

■新省令に基づき大臣指定を受けた生産施設（２カ

国８施設）

（平成16年12月21日官報にて告示）

米国実験用イヌ施設（４カ所）

・Covance Research Products Inc

Virginia州 Cumberland の施設

・Covance Research Products Inc  

Michigan州 Kalamazoo の施設

・Marshall Farms USA, Inc    

New York州 North Rose の施設

・Ridglan Farms Incorporated  
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Wisconsin州 Blue Mounds の施設

米国実験用ネコ施設（２カ所）

・Liberty Research, Inc.     

New York州 Waverly の施設

・Harlan Sprague Dawley, Inc.   

Wisconsin州 Madison の2施設

（2005年６月３日官報にて告示）

中国実験用イヌ施設（１カ所）

・北京瑪斯生物技術有限公司　　　

中華人民共和国　北京市の施設

■農水大臣が指定した狂犬病検査施設（14カ国27施設）

（2005年５月10日にて官報に告示）

カンザス州立大学狂犬病研究所（米国）

国防総省獣医食品分析診断研究所（米国）

連邦科学産業研究機構（オーストラリア）

オーストラリア動物衛生研究所（オーストラリア）

オーストリア　健康食品安全社　獣医疾病管理研究所

メードリング（オーストリア）

ブリュッセル・パストゥール研究所（ベルギー）

国立獣医及び食品安全研究所（フィンランド）

サルト県研究所（フランス）

オート・ガロンヌ県獣医学研究所（フランス）

パ・ド・カレ県分析研究所（フランス）

フランス食品衛生安全局・ナンシ－（フランス）

疫学検査研究所連邦動物ウイルス疾病調査センター

（ドイツ）

オイロヴィア衛生研究所（ドイツ）

ギーセン・ユストゥス・リービッヒ大学ウイルス学研

究所獣医部門（ドイツ）

ザクセン・アンハルト州立保健・環境・消費者保護調

査庁（ドイツ）

州立家畜衛生調査庁（ドイツ）

州立南バイエルン保健研究所（ドイツ）

アブルッツォ・モリーゼ動物予防試験所（イタリア）

ヴェネツィア動物予防試験所（イタリア）

ラツィオ・トスカーナ州動物予防試験所（イタリア）

動物疾病管理中央研究所（オランダ）

国立獣医学会　ウイルス課（ポーランド）

国立獣医調査研究所（ポルトガル）

サンタフェ中央獣医学研究所（スペイン）

ベルン大学　獣医ウイルス学研究所　スイス狂犬病セ

ンター（スイス）

バイオベスト　ラボラトリー社（英国）

ヴェテリナリー・ラボラトリー本部（英国）

■輸入実施要領

輸出入業者は農林水産省動物検疫所が作成した「日本

に輸入される試験研究用犬又は猫の輸入に関する手引書」

に基づき輸入作業並びに手続きをしなければならない。

特に注意を要する点は、「輸入申請を40日前」までに

動検本所に提出しなければならない。

実際のユーザーからの発注は輸入40日を切ることが

多々ある。現状では、動検は弾力的運用をしている。

一方、輸出時の新たに付加された条件は、①輸送ケー

ジに封印シール（Tag）を施さなければならない。封印シ

ールは輸送途中で切れない頑丈なものであり、かつ輸出

国の動検が承認した番号のものでなければならない。②

輸出国政府が発行する健康証明書の他に農水省推奨の様

式に輸出国政府（例　USDA）が認証した証明書（狂犬

病、レプトスピラ症にかかっていないこと。輸出前180日

施設に新たな種の導入が行われてなく、輸出前180日間以

上－もしくは犬又は猫が出生して以来－隔離されて使用

されていること。狂犬病以外の予防注射、寄生虫の駆除

の詳細。封印番号等々）の添付が義務づけられているこ

とである。①についてはUSDAのAnimal Welfear Actに

緊急時に容易に脱着できるTagでなければならないとあ

り、堅牢で容易に切れないTagと相反した内容になってい

る。実際には、USDA推奨Tagをケージに2カ所装着し問

題はクリアーしている。

■新輸入検疫制度の運用開始

新制度は本年６月７日より施行された。施行されて間

もないが現在のところ順調に滑り出している。

【感染症諸法令改正の概要】
平成16年６月４日、厚生労働科学審議会感染症分科

会において、感染症法の改正に基づき新たに創設される

動物の輸入届出制度について、動物由来感染症に対する

対策を強化すべきとした以下の内容の意見書がまとめら

「実験動物に係る各種法令改正について」
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れた。

①　動物由来感染症の対象動物は「陸生ほ乳類」、「鳥類」

及び「げっ歯目の死体」とし、届出事項及び衛生証

明書において、特にげっ歯目においては管理された

施設において繁殖されたものであることの確認事項

を求めるべき。

②　ペット用サルの輸入は認めないこと。

③　輸入サルについて新たに細菌性赤痢が感染していな

い旨の証明書を求めるべき。

④　エキノコックス症、ウエストナイル熱対策等の推進

を図るべく、獣医師の届出対象疾病の追加を図るべ

き（感染源動物の発生動向調査体制の整備を図る目

的）。

⑤　蚊やねずみ等が侵入しやすい国際空海港地域におい

て侵入動物対策を図るべき。

この報告を受け、昨年10月１日に動物由来感染症対策が

大幅に強化された改正法令が公布された。その詳細が省

令等で定められそれぞれ以下の期日より施行される。

①　獣医師の届出（サルの細菌性赤痢） 平成16年10月

１日施行

（平成16年厚生労働省令第128号　平成16年９月15

日公布）

感染症法第13条に基づきサルの細菌性赤痢が獣医

師の届出対象として政令指定され、獣医師による保

健所への届出が義務化された。

②　ペット用サルの輸入禁止　平成17年７月１日施行

（平成11年厚生労働省・農林水産省令第2号、平成17

年厚生労働省・農林水産省令第3号　平成17年３月30

日公布）

特例措置として試験研究機関又は動物園において、

業として行われる研究又は展示のように供されるも

ののみ輸入が認められる。

③　げっ歯目の輸入届出　平成17年９月１日施行

（厚生労働省令第128号、厚生労働省・農林水産省

令第３号）

「陸生ほ乳類」、「鳥類」及び「げっ歯目の死体」の

輸入届出及び輸入時の衛生証明書提出の義務化。（本

誌19号に厚労省滝本室長が詳細を解説）

【獣医師の届出制度（サルの細菌性赤痢について）】
平成16年10月１日に公布されて以降、実験用サル施設

の獣医師には届出に対して多少の混乱が生じた。平成16

年９月22日に厚生労働省結核感染症課長から自治体衛生

主幹部（局）長宛に発せられた文書において、サルの届

出基準が明示されていた。これによると「診断した獣医

師の判断により、症状や所見から当該疾病が疑われ、か

つ、糞便や直腸スワブからの赤痢菌の分離同定がなされ

たもの」とある。当該文書を額面通り解釈した場合、疑

わしき症状を呈している、菌が検出された、この二つの

条件が成立した場合において届ける義務が発生する。菌

が検出されても何ら臨床症状を呈していない場合は、届

出義務はないことになる。この文章の解釈を巡っての混

乱に対して、厚労省は無症状でも菌が検出された場合は

届出義務が発生する旨を機会ある毎に説明してきた。

定められた法令の常識的な解釈をすれば、不顕性感染

サルにおいても当然届出なければならない。公衆衛生上

当たり前のことである。しかし、当該文書の「・・かつ、

云々」の「かつ」は解釈に混乱を招くことは事実であった。

また、届出先の保健所の対応に関して、実験動物関係

者から不安を訴える意見が厚労省に多く寄せられた。即

ち、これまでに実験動物に関わる研究機関に対する地方

行政特に保健所の間では、対応や指導の仕方にかなりの

違いが生じている事実が認められていた。

現状のサルの飼育状況は、高度な施設設備を持ち、か

つ確実な衛生管理が行われている医薬系実験用施設や輸

入検疫施設から、周囲に容易に感染が広がる可能性のあ

るペット等を取り扱う動物販売施設や一般家庭まで、そ

の公衆衛生上のリスクレベルは様々である。

このために、施設の構造や接触者の個人感染防御の状

況等リスクレベルに応じた感染拡大防止策をとる必要が

ある。厚労省当局はこれらの事実を踏まえ、本年１月よ

り専門家による検討会にて細菌性赤痢に関する対応マニ

ュアルを作成してきたが、平成17年６月に「サルの細菌

性赤痢対策ガイドライン」をまとめた。厚労省は、我が

国の状況に即したガイドラインとすべく、自治体感染症

担当部局や保健所にとどまらず、実験動物・動物関係団

体にあまねく配布することにした。

当該ガイドラインは、特に現場を担当する獣医師や届

出先の保健所等の対応に必要な事項がよくまとめられて
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いる。これにより当該施設の獣医師並びに保健所におい

ては、細菌性赤痢の届出に関して混乱なく処理されるも

のと期待される。

本稿では、獣医師の届出を規定した改正省令の解釈に

ついて、当該ガイドラインに沿って解説する。

■対象となるサル

対象となるサルとは、ヒト以外の全ての霊長類であ

って次のいずれかに該当するものをいう。なお、サルに

おいては無症状で正常便を排出する保菌個体もあること

から、新たに外部よりサルを飼育施設へ導入する場合は、

一定期間既存のサルと接触のない場所で観察し、導入直

後に赤痢菌保有の有無を検査すべきである。また、すで

に飼育しているサルについても定期的にモニタリング検

査を実施することが望ましい。

（１）細菌性赤痢を疑う症状を呈したサル

（２）症状は呈していないが非感染確認のために検査する

サル

自主的に赤痢菌保有の有無を検査し、無症状では

あるが赤痢菌が検出されたサル

■診断に基づく獣医師の対応

施設の獣医師は、サルが細菌性赤痢に感染しているこ

とを診断した場合は、以下の対応を行う。

（１）保健所への届出

感染症法第13条の規定に基づき、所定の様式に届出事

項を記載し、直ちに最寄りの保健所に提出する。

（届出様式　URL: http://www.mhlw.go.jp/topics/

2004/10/dl/tp1001-4b.pdfより入手可能）

（２） 所有者への検査結果の通知

感染サルの所有者に、次のことを通知する。

・診断の結果、細菌性赤痢に感染していたこと

・必要に応じ、その旨保健所に届け出たこと

・当該サルから人への感染防御対策に関して保健

所から指示があること

（３） 感染サルの所有者への助言

感染サルの所有者に、以下の感染防御に必要な

助言を行う。

・感染サルを取扱う場合には、感染防御対策（専

用作業着、帽子、ゴム手袋、マスク、ゴム長靴、

防護面等）の実施が必要であること。

・二次感染予防のため手洗いの励行および汚物の

汚染環境の消毒が必要であること

・保健所等の検査や協力が必要であること

（４） 感染サルの措置

発症または感染が確認された個体を隔離し、症

状緩和の治療と平行して、抗菌剤による治療を行

う。

ア. 薬剤耐性菌の出現を考慮して、分離菌の感受性

を調べ適切な投薬をする。

イ．他の飼育個体についても調査し、必要に応じて

検査を実施する。

ウ．抗菌剤投与後、排菌がないことを確認するため

に抗菌剤の消失期間を考慮した上で、一定期間

に再検査することが必要である。

■届出に対する保健所の対応

本ガイドラインは、飼育目的によって取るべき措置を

以下の通り、その考え方を示している。

［事例毎の公衆衛生上のリスク区分の考え方］

（１） 施設の外部との隔離状況による区分

試験研究用施設の区分は、以下に挙げた①に該

当する。

①　施設の構造・設備上、汚染が施設外環境へ広がる

恐れがない。

例：輸入検疫施設、医薬系実験施設等がこれに該

当する。

②　施設の構造・設備上、汚染が施設外環境へ広がる

恐れがある。

例：①に該当しない実験用施設や動物展示施設等

が該当する。

（２） サルとの接触者の感染防護措置の程度による区分

試験研究用施設の区分は、①に該当する。

①　飼育従事者の個人感染防護措置が実施されており、

当該サルからの感染の可能性が極めて低く、他者

への感染が広がるおそれがない。また、接触者が

限定されている。

例：輸入検疫施設、医薬系実験施設などの動物施

設における作業者や実験者。

②　飼育従事者や見学者などの個人感染防護措置が十

分に実施させておらず、他者への感染を広げる恐

れがある。また、接触者が限定される場合や不特

「実験動物に係る各種法令改正について」
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定接触者が存在する場合がある。

例：・個人感染防護措置をとらずにサルと接触す

るような飼育作業や観察を行う者

・動物展示施設のような場所で個人感染防護

措置をしないで見学や観察を行う者

・動物販売店の従業員や来店者

・野猿公園の従業員や来園者

・愛玩用としてサルを飼育する者

［当該事例の公衆衛生上のリスクに応じた人への感染

防止対策］

以下の３つのカテゴリーに分け、具体的な対応策を示

している。

対応Ａ：主として輸入検疫所や医薬系実験施設等が該

当する。

対応Ｂ：対応Ａに該当しない実験施設（生態系観察施

設等）や動物展示施設が該当する。

対応Ｃ：主に動物販売店、野猿公園、個人の愛玩用飼

育等が該当する。

以下に実験用サルに関係する対応Ａを中心にその詳細

を述べる。

◆確認事項

ア．施設構造の外界との遮断状況

・平面図、施設外観、施設周辺の確認

・糞便、飼養器材等の処理方法

イ．接触者における個人感染防護の状況

・サルの取扱いに関する標準作業手順

・接触者の健康状況の聴取、必要に応じた検査

ウ．当該サルへの対応状況

・隔離状況

・治療状況および治療完了の確認方法

・汚染された領域の消毒状況（消毒剤、方法）

・糞便等、感染性廃棄物の処理状況

・他の飼育個体についての健康状態や検査状況

◆実施事項

当該サルの治療完了までの間の施設外への移動の自

粛指示（治療のために移動の必要がある場合は、予め

移動先の施設の構造・設備、感染防護対策および輸送

方法を確認し、汚染拡大のおそれがないことを確認す

ること。また、移動先施設を管轄する関係機関と連絡

調整を十分行うこと）。

◆留意事項

当該サルが隔離区域等で飼育されており、部外者の

立ち入りが制限されている場合は、施設管理者から関

係書類を提出させること等により実施内容の確認を行

う。

また、平時から管轄地域内の実験施設等の構造、設

備その他衛生管理状況に関する情報を把握しておくこ

とが、発生時の対応の円滑な実施のために重要である。

なお、感染症法第55条第4項に基づき、農林水産大臣

により指定された輸入検疫施設であっても、従事者等

で赤痢菌の感染が確認されるなど、適切な個人感染防

御の実施状況、標準作業手順の遵守状況等を確認する

必要がある場合は、当該施設を管轄する関係機関等と

連絡調整の上、施設内の立ち入り調査を実施する必要

がある。

■これまで報告された事例と保健所の実際の対応

本ガイドラインが発表される以前（平成17年2月～5月）

に、実験用サル施設の獣医師から、最寄りの保健所に届

けられた事例は以下の通り。

１． 茨城県　　２件　

２． 千葉県　　１件

３． 大阪府　　２件

獣医師からの届出により、保健所から担当者が施設を

立ち入り調査（多くの場合は飼育室には直接立ち入って

いない）。

調査内容

１．当該感染サルの調査と、隔離状況の確認

２．当該感染サルと同居しているサル又は同一ロット

の個体の健康調査

３．施設の概況と飼育サルの状況調査

４．サルの飼育手順の内容聴取

５．飼育施設の消毒滅菌作業の内容聴取

６．当該サルと直接接触した職員の臨床上異常の有無

の確認と検便

７．当該サルの治療経過の報告

８．当該サルの治癒報告

保健所によっては対応に多少の差はあったものの、い

ずれも自治体衛生当局（保健所）から厚労省への報告は
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的確になされており、全ての事例は厚労省当局では把握

済み。また、一部に対処法についての厚労省の指導を求

める事例もあった。

なお、事例の中には輸入検疫中のサルも含まれていた

ことにより、動検への通達、農水・厚労省間の相互連絡

調整、動検家畜防疫官の現地査察が行われた事例もあっ

た。別に、サルの飼育場所、サルの所有者、輸入同一ロ

ットのサルの移動先とそれぞれ自治体をまたいだ事例に

おいては、各自治体衛生当局間の相互連絡と同一ロット

移動先施設の管轄保健所の立ち入り調査を実施した。

いずれの事例においても、法律施行後初のケースとし

て、各自治体担当者は緊張した模様であるが、厚労省の

的確な指導により比較的スムーズな対応が取られた。

「サルの細菌性赤痢ガイドライン」が公表された以降

の保健所の対応は、ガイドラインにある「対応Ａ」によ

る簡便な調査にとどめ、実験に支障を来さないよう、更

には施設地域社会へのあらぬ風聞による被害が生じない

よう情報の的確な管理が図られることについて、保健所

への指導を厚労省に強く申し入れた。

【輸入サルの飼育施設大臣指定制度（試験研究
用輸入サルに関して）】

感染症省令改正の趣旨は、「サルはヒトに感染症を感

染させる可能性の高いことから、OIE国際動物衛生規約に

も準拠し、試験研究等の用に供されるもの以外の輸入を

認めない。」とある。

この趣旨に則り、平成17年３月30日に公布された厚生

労働省・農林水産省令第３号によりペット用サルの輸入

が禁止された。

これに伴い、「試験研究機関における試験及び動物園に

おける展示の用に供するもの」のみ輸入が認められるこ

とにより、厚労・農水両大臣が指定した施設のみ飼育が

認められなくなった。（なお、パブリックコメント募集は

平成17年５月23日～６月12日まで行われた）

■対象となるサル

試験研究機関における試験及び動物園における展示の

用に供する輸入サル全てが対象。

サルには個体識別（原則としてマイクロチップか入墨

のいずれか）が施されてなければならない。

■対象となる飼育施設

試験研究等の施設に限られる。従って、試験研究等を

目的としない一時係留又は保管施設や、育成のみを目的

とした飼育施設は認められない。

輸入業者がユーザーからの受注数に予備を加算して輸

入する場合、法定検疫中は問題がないが、検疫終了後、

納入先が注文数しか受領しない場合は、予備のサルは別

の大臣指定施設に移さなければならない。法定検疫施設

が試験研究施設としても指定されている場合はそのまま

係留は認められるが、指定されていない場合は、検疫終

了までに移動先（大臣指定施設）を決定しておかねばな

らない。（実際の運用では問題は生じていない。）

■新制度運用の基準日

省令施行日である平成17年７月１日以降に、新たに輸

入されたサルの仕向先の飼育施設は、事前に所定の様式

にのっとり厚労省に申請し、厚労・農水両省大臣の施設

指定を得ておかなければならない。従って、基準日は、

法定検疫が終了しその施設から移動する日である。

例えば、６月に輸入され30日間の法定検疫終了が７月

１日以降になるサルを、収容する施設が対象となる（外

来生物法の基準日とは異なる）。６月30日以前に通関が切

れ、収容されているサルは対象外になる。当然それ以前

から飼育している施設も対象外となる。

輸入後のサルの施設間の移動については、すでにその

サルが６月30日以前に入手しているのであれば申請は不

要である。

■大臣指定基準（カッコ内は筆者の解説）

○指定のための申請書の主な記載内容

・輸入サルの飼育施設の所在地・位置

・法人の場合は、役員の氏名・住所（原則として法人

の代表者、又はそれから委任を受けている役員か、

それに相当する責任を持つ者）

・施設の管理者の氏名・住所

○添付書類

施設の能力を確認する事項

・施設の構造（平面図、構造図：サルが逸走しない構

造－ケージの詳細）

・施設の付近の見取り図

「実験動物に係る各種法令改正について」
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・試験・研究の概要、実績（例：安全性試験、薬効薬

理試験、脳神経の研究等）

・施設の維持管理

・輸入サルの取り扱い作業手順書（飼育管理に関する

ＳＯＰ等、特に感染症発生時に係わる又は消毒滅菌

に関するＳＯＰ）

・業務に係る従業員の雇用、配置、技術的能力（当該

サルと接触する者が対象）

・施設の衛生管理に従事する獣医師の氏名・登録番号

申請者の能力を確認する事項

・業務に要する資金等

・法人の場合は、直前3年の貸借対照表、定款等（大学

等は運用上で考慮）

・個人の場合は資産、住民票写しなど

・欠落条件に該当しない旨

・施設の飼養権限を有する者。

○指定の審査基準等

施設、申請者の能力が当該業務を的確かつ継続して行

えることを審査する。

新商法では１円で会社を設立できることから、動物実

験会社と偽って設立しペットに横流しする者を排除する

ための審査であり、ほとんどの試験研究施設は指定でき

る基準にしている。また、原則として書類審査をし、現

地査察は行わない。

・施設の能力　：輸入サルが逸走しない構造

必要な消毒設備等

獣医師による適切な衛生管理など

・申請者の能力：試験、研究、展示を的確に行える知識

及び能力

的確かつ継続して行える経理的基準

■申請手続き

申請機関が多数あることから、輸入が確立している機

関の審査を優先する。

輸入サルの受領日が基準日であることから、輸入業者と

十分な連携を取りながら申請手続きを行うことを勧める。

そのために、厚労省は平成17年5月30日に輸入関係業者に

対して申請手続きの実際について説明会を開催している。

輸入業者は申請手続きに関する手引書を厚労省から渡

されて説明を受けていることから十分熟知しているはず

なので、手続き上の相談は輸入業者を利用するのも一法。

【動物の輸入届出制度（輸入げっ歯目に係る衛
生証明書の提出義務）】
厚労省令第128号、厚生労働省・農林水産省令第3号げ

っ歯目実験動物（特にマウス、ラットなど）を輸入する

際に、輸入国政府の出荷施設の衛生証明書を必要とする

制度が平成17年９月１日施行される。

昨年12月に動物実験関連の試験研究者を対象に厚労省

の説明会が開催されたが、この折、かなりの研究者から

当該制度について批判や不満が噴出した。当局はこれら

の意見を踏まえ現行省令を見直し、動物実験試験研究者

の業務に極力支障のないよう内容を緩和した省令案を平

成17年５月20日（於：第52回実験動物学会大会開催会場）

に公表した。

改正案作成に当たっては、厚労省担当部局員が多くの

動物実験有識者からの意見聴取並びに動物実験施設更に

は実験動物生産施設等の実施見聞等を行い作成したこと

は、高く評価したい。

現行の省令についての詳細は「LABIO 21」19号（平成

17年1月発行）に厚生労働省健康局結核感染症課感染症情

報管理室の滝本室長が寄稿されているので省く。

ここでは５月に示された改正案についてのポイントの

みをレビューすることとする。

■省令改正（案）のポイント

（１）輸出元として、高度に衛生管理された施設区分を新

たに設け、その施設からの輸出については施設の事

前届出を不要とした。

（２）更に、この区分については、従来の輸出国政府が発

行する衛生証明書でなくとも施設の管理獣医師の証

明書があれば輸入できるよう相手国（主に米国）に

働きかけているが未解決（現改正省令の基本は、相

手国政府発行の衛生証明書を求めている。施設内審

査機関の管理獣医師が発行する健康証明書が政府発

行のものと同等の権威を有することを相手国が認め

ることが重要で、さもなくば管理獣医師作成の健康

証明書だけでは改正省令の本旨に反することとな

る）。

（３）９月１日の実施に変更はなく、上記の通り現省令の

改正を行い実施する予定。
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【外来生物法】
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関

する法律」が昨年６月１日に公布された。その概要はす

でに「LABIO 21」の19号に環境省野生生物課により解説

されているので省略し、ここでは外来生物法の規制対象

になった輸入サルについて述べる。

本法は１年の周知期間をおき本年６月１日から施行さ

れたが、詳細については、すでに、平成17年５月20日

（於：第52回実験動物学会大会開催会場）の説明会で概ね

周知されたと思われる。ただ、輸入サルの飼育施設の環

境大臣指定に関する申請手続き等の実務的なところは、

十分理解されていないところが多い。筆者のわかる範囲

で述べる。

■法律の概要

原則として学術研究のほか、展示や教育の目的以外で

特定外来生物を飼養等（飼養、栽培、保管、運搬）する

ことを禁止。また、これらを輸入しようとする者も飼養

等の環境大臣許可が必要。

■対象となるサル

サルにおける特定外来生物はカニクイ、アカゲ、タイ

ワンザルの３種。更には、マカカ属全種が法の規制対象

（未判定外来生物、種類名証明書の添付が必要な生物）。

当該サルの飼養等を行う施設の設置者は環境大臣の飼

養等許可を取る必要がある。

サルには個体識別（マイクロチップか入墨のいずれか）

が施されてなければならない。

■対象となる飼養等施設

感染症予防法と大きく違うところは、当該法は試験研

究や展示等の施設のみならず、現在飼養等を行っている

ペット飼育者を含めた飼養等を行う者が大臣認可の対象

とされている。

■新制度運用の基準日

法律の施行日である平成17年６月１日以降に、輸入さ

れた日が基準日とされ、３種のサルの仕向先の飼育施設

は、事前に所定の様式により環境省に申請し、環境大臣

の認可を受けておかなければならない。

感染症法は検疫が終わり、通関が切れた日を基準日と

したが、本法では海外から輸入され通関手続きが開始さ

れた日が基準日となっている。感染症法との間には30日

（法定検疫期間）のずれがある。

本来、法定検疫中のサルは保税対象貨物、即ち外貨物

であり法律の対象外となる。通関が終了し内貨物となっ

た時点で法律の適用を受ける。しかしながら、サルの場

合、実際には輸入された当日に税関でCITES（ワシントン

条約における輸出国の許可書）の提出が義務付けられ、

輸入関係書類を提出することから、環境省ではこの時点

で輸入手続きが開始されたと見なし基準日とした。すな

わち、当該サルは直ちに法定検疫施設に蔵置されるが、

民間検疫施設が農水大臣により認められていることから、

蔵置のため空港外に出ることとなる。以上のことから基

準日を通関手続きが開始される日とした。

ただし、６月１日以前に輸入され法定検疫中か、また

はすでに飼養等されているサルについては、その飼養等

の大臣許可は６ヶ月以内（猶予期間）に取得すればよい

こととなっている。

■大臣飼養等許可基準（カッコ内は環境省が記載例

にて解説）

○許可のための申請書の主な記載内容

申請書様式並びに記載事例が環境省のWeb サイト

に掲載されている。

http://www.env.go.jp/nature/intro/6tetuzuki.html

http://www.env.go.jp/info/one-stop/66/001.html

・申請書提出宛名は環境大臣宛のみでよい。農水大臣

宛部分は削除

・申請者は法人単位で申請し、法人の代表者名を記載

１．申請の種類

２．前回許可

３．申請に係わる特定外来生物の種類と飼養等をしよ

うとする数量（カニクザル、数量は飼養施設の最

大収容数）

４．飼養の目的

５．特定飼養等施設の所在地、規模、構造（構造はケ

ージの詳細を記す。規模と構造は別添として、別

紙に詳細を記述）

６．主たる飼養等取扱者の氏名又は名称、住所、法人

「実験動物に係る各種法令改正について」
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の場合は、代表者の氏名および主たる職業・事業

（当欄は実際に特定外来生物の飼養等の責任者であ

る者について記載。主たる取扱者が申請者の従業

員の場合は、所属部署の住所、外部の個人や法人

の場合は当該者の住所又は事務所の所在地を記載。

主たる取扱者が他の法人である場合に当該法人の

代表者名を記載。主たる取扱者が申請者の従業員

である場合は法人名称欄は記載不要。職業又は事

業はたとえば動物管理部長等の役職名を記す。）

７．施設の管理体制として、施設の点検方法、飼養が

困難となった場合の措置、運搬時の逸出防止措置

（点検方法（記載例）：飼育担当社員が１日に２

回全施設を巡回し、目視により施設の破損状況等

を点検。業者による定期的保守点検あり　など。）

飼養等が困難になった場合の措置（記載例）：飼

養等することをやめる際は、全個体を殺処分又は

許可を得て他社に譲渡する予定　など。

逸出防止措置（記載例）：移動のためケージから

出す場合は、２名以上の社員立会いのもと、密閉

した飼育室内において実施する　など。）

８．現在の飼養等の状況　飼養している数量を記載

９．添付図面等

平面図、立面図、細部構造図（これらの図面類は

飼育ケージを指す、細部構造図は立面及び写真の

併用で確認できる場合は省略可能）

縮尺1：5000以上の概況図（飼養施設の周辺の見取

り図）

施設及び予定地の写真、同法施行規則第６条第３

号から５号までに係る書類

（申請者が法の処分を受けたなど欠落条件に該当

しない旨の文書、なお、６月１日以降は現時点に

おいて、外来生物法に違反し行政処分を受けた者

がいないため当分は添付を省略してよい）

その他の書類（入れ墨等の実施方法について記載

した書類）

なお、許可後の個体数の変化の都度の届出ではな

く、台帳管理方式（年１回の報告）を採用する場

合は、原則としてこの書類の添付が必要。添付さ

れていない場合は（30日以内の届出）が義務づけ

られる可能性あり。

10．備考（すでに他の外来生物で許可を受けている場

合はその許可番号を記載）

11．担当者連絡先（本申請に係る担当者情報を記載）

■申請手続き

申請機関が多数あることから、輸入が確立している申

請者が最優先する。

現在外来生物の３種のサルを飼育している施設は、６

ヶ月の猶予があることから、今年12月１日までに申請許

可されればよい。

申請書は、サルの種類毎、また、同じ法人で２カ所以

上の飼養施設がある場合、所在地が違えば所在地毎に申

請しなければならない。

環境省は平成17年５月30日に輸入関係業者に対して申

請手続きの実際について説明会を開催している。また、

申請書の記載例も入手していることから手続き上の相談

は輸入業者を利用するのも一法。

「実験動物に係る各種法令改正について」
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独立行政法人　産業医学総合研究所

部長 三枝　順三

（ギリシャ） 

コス島の空港から学会場のホテル

（Kipriotis Village Resort）まで乗っ

たタクシーの車窓から目に入る植物

の殆どはオリーブの木ばかりだった

が、途中に通過したいくつかの町で

は５ｍを越す巨大な、どこかで見た

ような街路樹が連なっていた。後で

分かったことだがこの街路樹はユー

カリであった。学会後のエクスカー

ションのガイドさんが説明してくれ

たところによると、昔、コス島から

大勢の人がオーストラリアへ移住

し、再び島に戻ってきた時にユーカ

リを持ち帰り、それを街路樹とした

との事だ。日本で見るユーカリは潅

木でしかないが、コス島の気候がユ

ーカリの生育に合っているせいかこ

こでは何れも巨木となっていた。

ホテルに到着すると、このワーク

ショップで以前に会った多数の研究

者達と再会することができた。その

中にイスタンブール大学のハンダ

ン・トゥンセルさんもいた。彼女は

広島大学に短期間留学した経験を持

ち、第1回のワークショップ以来親

しくなり、毎回お会いしている。こ

のワークショップは回を重ねる毎に

参加者数が増加し、今回は43の国や

地域から約300人が参加し、“ギリシ

ャにハマった”研究者達は増えてい

るように思われた。日本からの参加

者も増加し、今回は10人以上が参加

していた。常連の東京大学上野教授

ご夫妻や電力中央研究所の根岸さん

の他に、今回はハンダンさんが日本

留学中の指導教官であった現広島女

子大学の島本教授ご夫妻や岡山大学

の塚田教授とお話する機会があり、

親しくしていただいた。

演題数も大分増えて、日本からの

11題を含め200余題の口頭あるいは

ポスター発表があり、Proceedings

ギリシャとの出会いは、 2000年

1 0 月にクレタ島で開催された

“Millennium Workshop on Biological

Effects of Electromagnetic Fields

(EMF) ”であった。研究成果を発表

する場をネット上で検索している時

に偶然見つけた学会であるが、めっ

たなことでは行かれないギリシャ、

しかもクノッソス神殿で有名なクレ

タ島での開催となれば動機が不純な

どと言っている場合ではなく即時に

参加を決心した。こんな具合でクレ

タ島を訪れて以来、ギリシャにハマ

ってしまった。“ギリシャにハマっ

た”といってもギリシャ半島の或い

はエーゲ海とそこに浮かぶ特定の島

や場所の美しさに惚れ込んだ訳では

なく、ギリシャという歴史のふるい

場所とそこに住んでいる人々の友好

的な雰囲気を気に入ってしまったの

だろうと漠然と思っている。この会は

2000年以降International Workshopと

して隔年ごとの10月にエーゲ海の島

で開催されるようになり、第２回は

ロードス島、そして今回はコス島で

行われ、いずれの会にも出席してい

る。ここだけの話、ギリシャに縁が

できてから電磁場の生体影響に関す

る研究はこのワークショップでの発

表に照準を合わせて実験を計画・実

施しているような次第である。

ヒポクラテスの木

ギリシャ
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は1000ページを超える2分刷の大部

なものであった。興味深いのはその

時々の世相を反映して発表演題の傾

向が異なることだ。2000年のクレタ

島では50Hz商業用電気に由来する

電磁場の生体影響が、2002年のロー

ドス島では携帯電話使用による脳へ

の影響などネガチィブ作用のテーマ

が中心的であったが、今回は電子機

器を診断や治療に応用する医療への

ポジティブ貢献に関してのテーマが

増えていたのが印象的であった。

一方、電磁場の生体への悪影響は

完全に否定されたわけではないので

職場や一般生活環境の電磁場暴露を

極力少なくするための管理・規制の

法制化を推進するために、EU内に

EMF-Netを構築する必要性を討論す

るラウンドテーブルミニシンポジウ

ムも開催され北欧の研究者達を中心

に熱い討論がなされていた。近い将

来に、EUの電磁場規制が公表され

ると考えられる。

閑話：レジストレーションの際、毎

度お世話になっている事務局のケテ

ィーさんと2年ぶりの再会。彼女は

主催者コスタラキス先生の有能な秘

書で、学会の開催案内、ホームペー

ジの開設・更新、種々の事務連絡や

Proceedingsの取りまとめなどをテ

キパキとこなしている。挨拶のあと

で、ポスター会場を教えてもらい展

示場所を確認しようとしたらボード

にポスター番号がない。ケティーさ

んに貼る場所を再確認したところ、

どこでも好きな所でよろしいとのお

おらかな答え。ポスターを貼るため

のピンは無いかと尋ねると、明日用

意するとの答えだったが、翌日実際

に用意されていたのは両面テープと

数本のハサミだけだった。参会者が

ポスターを一斉に貼り始めるとハサ

ミが足りなく、しかもハサミに接着

剤が粘りついてすぐに切れなくなっ

てしまったので筆者を含め多くの発

表者は両面テープを手でちぎってポ

スターを貼った次第だ。ピンを持参

した研究者もいたが、ボードが硬く

てピンが刺さらずに大分苦労してい

た。学会最終日にポスターを剥がす

際は両面テープがポスターにへばり

ついているので閉口した。ポスター

をゴミ箱に捨てていった参加者もい

た。気持ち解るなー！

勿論終始学会場に勤めていたわけ

ではない。昼休みに広大なホテル敷

地内を散歩してみると、客室用ハウ

スの白亜の壁に赤紫のブーゲンビリ

アが絡まり、建物周囲の芝生の庭に

は程よくソテツが植えられ、よく晴

れ渡った青空のもと綺麗なコントラ

ストと調和をなしていた。ホテル内

のプールサイドでは多くの老若男女

が日光浴を楽しんでおり、メロンの

ような豊かな胸を日光に曝している

婦人も少なくない。10月上旬にこれ

ほど多くの人々が長期のバカンスを

楽しめることに違和感を覚えながら

も羨ましくも思われた。

コス島の中心であるコスタウンへ

も出かけてみた。コスタウンからは

はっきりと対岸のトルコの町(町名

は失念)が展望され、そことはフェ

リーで所要時間40分で結ばれている

とのことで、東京湾の久里浜－金谷

間くらいの距離しかなかった。コス

島は医学の祖ヒポクラテス生誕の地

であり、港の近くにヒポクラテスの

木（Hippocrates's plane tree）とさ

れるプラタナスの古木があった。こ

の樹の下でヒポクラテスが医学を説

いたとの伝説である。支柱に支えら

れやっと立っているようなこの古木

は、先端の枝では葉は茂っているも

のの、幹の部分はほとんど樹皮しか

残っていない。2000年以上の樹齢と

は考えにくい（一説では樹齢300年

とされている）が、信じることにし

よう。ヒポクラテスの木の近くにあ

る古代広場（Ancient Agora）は古

代ギリシャ、ローマ、ビザンチン、

オスマントルコ、そしてイタリアが

統治していた時代の遺跡が重なって

いるとのことであるが、僅かにロー

マ時代のモザイクの床が見られるく

らいで、回廊跡や壊れた石柱が無雑

作に並んでいるに過ぎなかった。ま

た、現在は土産品店が入っている元

モスクの建物の外壁にはギリシャ文

字の彫られた石材がはめ込まれてお

り、オスマントルコが古代遺跡から

建築材料を借用したことが推測され

た。

学会終了後のエクスカーションで

訪問した数ヶ所の遺跡の中で、ヒポ

クラテスの医学校兼診療所の遺構と
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されるAsklepionが印象的であった。

海の向こうにトルコを望む日当たり

の良い山腹に上下3層に区分された

広大な土地が広がり、診療室や病室

兼住居と考えられる区画の遺跡が回

廊形式に配置されていた。『伝染病

や癌のような病気の種類によって、

あるいは病気の重症度によって病室

が区分されており、ホスピスのよう

な施設もあった』とのガイドの説明

を聞いて、現代に通じる発想である

と感心した。遺跡の中を散策してい

る時、なぜか映画「ベンハー」の

“業病の谷”のシーンを思い出し、

勝手に想像を巡らせながら当時の情

景を思い浮かべてみたのは何だった

んだろう。

閑話：コス島内の市街地や遺跡では

イヌやネコが多数徘徊していた。イ

ヌは観光客がごった返す広場のテラ

スレストラン、バス乗り場や市場で

多く見かけるが、ネコは遺跡のなか

を悠然と徘徊し、日当たりの良いと

ころで昼寝をしていた。これらの動

物たちは飼い犬・飼い猫とは思えな

いが、身なりは汚くない。観光客た

ちもバス待ち時間や遺跡巡りの際に

動物たちと遊んでいた。Ancient

Agoraでは「money for animals」と

書かれた箱が置かれ餌代の寄付金を

募っていたので、地域イヌや地域ネ

コとして人間と共生しているよう

だ。後に訪れたアテネの遺跡でも地

域イヌや地域ネコがおり、ギリシャ

では当たり前の風景のようだった。

今回の訪問はエーゲ海に浮かぶコ

ス島と言うことで魚料理を期待して

いたが、ホテルでの食事にはイカの

フライとボイルした鮭（地中海にい

るのか？）くらいしか用意されてお

らず、コスタウンのレストランでは

魚料理のメニューは意外と少なかっ

た。また、コスタウンの街中でトラ

ックの荷台に魚を載せた行商人を見

かけたが、種類も少なく値段は高か

った。「ホテル近くのタベルナ（庶

民的なレストラン）で陽気なマスタ

ーが安くて美味しい魚料理を食べさ

せてくれる」と根岸さんから情報を

もらったので早速出かけてみたら、

もうシーズンオフなので在庫が少な

いとのことで期待したほどの量を食

べられなかった。そんなわけで今回

は美味しい魚料理を堪能できないと

諦めていたところ、エクスカーショ

ンの昼食時に魚専門のレストランへ

案内されてやっと願いがかなった。

根岸さんたちとボイルした海老、ス

ズキとタイに似た白身魚の塩焼きと

イカのリングフライを注文した。や

っと本格的な魚料理にありつけるの

でテーブルに運ばれてきたら食べる

前に写真を撮ろうと話していたの

に、かなり空腹であり、前菜を食べ

ながら調子にのってハウスワインを

たくさん飲んだこともあり、料理を

見たとたんに写真の事は忘れ食べ始

め舌鼓を打ってしまい、ほぼ食べ終

わったときに写真を撮らなかったこ

とを思い出す始末。それでも根岸さ

んが宴の後の写真を撮り、これも楽

しい思い出となった。

ギリシャの食べ物で忘れてはなら

ないのは蜂蜜とヨーグルト。どこの

ホテルに泊まっても朝食には蜂蜜と

ヨーグルトが必ず置いてある。ギリ

シャの蜂蜜は水あめのような粘調性

があり、褐色味が深い。濃い！のだ。

ヨーグルトは日本のそれが絹ごし豆

腐ならまさに木綿豆腐くらいの硬さ

とこくがある。こちらも濃い！この

両者を混ぜ合わせて食べると食感と

味覚が絶妙でなんとも幸せな気分に

なれる。筆者にとってはまさに“ギ

リシャの味”なのだ。お土産に蜂蜜

を持ち帰り日本のヨーグルトと混ぜ

合わせてみたが、蜂蜜の濃さにヨー

グルトが負けてしまい、“ギリシャ

の味”の再現はならなかった。“ギ

リシャにハマった”本当の所はこの

“ギリシャの味”にハマってしまっ

たのかもしれない。

またギリシャに行こう！！2006年の

ワークショップに向けて仕事、仕事。

（ギリシャ） 

ガイドのケーティさんと私
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実験動物の貢献度の最も高い研

究分野の一つが、感染症研究であ

ることには誰も異論はないと思わ

れる。感受性動物個体での感染実

験やワクチンの評価、受容体を発

現するトランスジェニックマウス

や生体防御に関与する宿主因子の

欠損マウス等々、枚挙に遑がない。

しかしながら、残念なことに我々

が研究しているＣ型肝炎ウイルス

（HCV）に感受性を示すのは、ヒ

トとチンパンジーだけで、小型の

実験動物は今のところ存在しな

い。しかも、HCVを効率よく増

殖できる培養細胞も存在しないと

いう八方ふさがりの悲惨な状況に

ある。したがって、ワクチンや治

療薬の開発研究は困難の極みであ

る。本稿では、感受性を示す実験

動物が存在しないHCV研究にお

いても、いかに実験動物が重要な

役割を演じてきたかを述べてみた

い。

HCVの性状と問題点

HCVは1万塩基からなる一本鎖

のRNAをゲノムとしてもち、こ

のゲノムはメッセンジャーRNA

として機能して約3000アミノ酸か

らなる巨大な前駆体蛋白質が翻訳

される。この蛋白質は宿主細胞由

来のプロテアーゼによりウイルス

粒子を構成するコア蛋白質と二つ

のエンベロープ蛋白質（E1とE2

蛋白質）に、また、残りの粒子に

取り込まれない非構造蛋白質はウ

イルス自身がコードしているプロ

テアーゼによって切断され、宿主

の蛋白質とともにウイルスの複製

を担うと考えられている。HCV

を効率よく複製できる培養細胞は

ないものの、先人の努力により高

感度な抗体や核酸のスクリーニン

グ系が開発され、輸血や血液製剤

を介したHCV感染例は激減した。

しかし、既に我が国だけで200万

人、全世界では2億人ものHCV感

染者が存在している。HCV感染

の最も深刻な問題点は、惹起した

肝炎が高率に慢性化し、さらに持

続感染したまま肝硬変、肝癌へと

移行する点である。本邦の癌死の

第３位は肝癌であり、その8割が

HCV感染に起因している。現在、

多くのC型慢性肝炎患者に対して

ペグ化インターフェロンとリバビ

リンの併用療法が施行され、肝機

能が持続的に正常化する症例は5

割にまで改善されたが、残りの患

者に対しては有効な治療法がな

い。この様にHCVは今や我が国

の国民病であり、キャリヤーの発

症予防やウイルスの生体からの排

除を目的とした抗ウイルス剤や治

療用ワクチンの開発が急務であ

る。

培養細胞で複製しないHCVの

感染機構の解析

HCVの様な宿主由来の脂質膜

を粒子表面に被ったウイルスの感

染では、宿主細胞の受容体にエン

ベロープ蛋白質が結合し、ウイル

ス膜と細胞膜が融合してウイルス

遺伝子を細胞内に注入する。受容

体候補としてはCD81、スカベン

ジャー受容体、LDL受容体等が挙

っているが決定的なものはない。

現時点で最も注目されているヒト

CD81を発現するトランスジェニ

ックマウスにC型肝炎患者血清を

接種しても感染は成立しない。そ

こで、培養系のないHCVの感染

機構を解析するため、我々は

HCVの細胞への侵入機構を解析

できる二つのアッセイ系を開発し

た。一つはエンベロープ蛋白質を

発現している細胞と感受性細胞と

の細胞融合アッセイ法、もう一つ

はHCVとは縁もゆかりもない水

C型肝炎ウイルス研究と実験動物

大阪大学微生物病研究所分子ウイルス分野
教授　松浦　善治

研究最前線
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疱性口内炎ウイルスのエンベロー

プ蛋白質の代わりに、HCVのエ

ンベロープを被せた、所謂かぶり

物ウイルス（シュードタイプウイ

ルス）の感染性を調べる方法であ

る。細胞融合にはE1とE2の両方

の蛋白質が必要であり、酸性処理

によって融合活性の上昇が認めら

れたことから、HCVが宿主細胞

に侵入するにはHCVの二つのエ

ンベロープ蛋白質が宿主細胞表面

の受容体と結合し、エンドサイト

ーシスによってエンドゾーム内に

取り込まれ、その酸性条件下でエ

ンベロープ蛋白質の構造が変化す

ることにより、細胞融合できるよ

うになり、細胞内へ侵入すると思

われる。また、標的細胞をプロナ

ーゼ、ヘパリナーゼ、あるいは、

ヘパリチナーゼで処理したとこ

ろ、両アッセイともに阻害効果が

認められたことから、HCVの感

染には何らかの蛋白性の分子なら

びに硫酸多糖の関与が示唆され

た。両アッセイ系で最も高い感受

性を示したヒト肝癌由来のHepG2

細胞にはCD81の発現は全く認め

られないことから、HCVの受容

体としてはCD81以外に他の補助

因子を必要とするのか、あるいは

全く別の蛋白性の分子が存在する

ことが示唆された。以上の成績を

基にしたHCV の感染様式を図１

に示す。

HCVに対するヒト型中和抗体

の開発

HCVはその多様性や可変性と

巧妙な手段によって、宿主の免疫

監視機構から逃避し持続感染を成

立させると考えられる。また、仮

にワクチン候補ができたとして

も、それを評価できる in vitroお

よび in vivoの評価系を欠くこと

がワクチン開発をいっそう困難に

している。HCVを生体から排除

する方法としては、抗ウイルス剤

や治療用ワクチンの他に、HCV

を中和できるヒト型抗体が考えら

れる。HCVのE2蛋白質は受容体

候補分子の一つであるCD81と特

C型肝炎ウイルス研究と実験動物

図１ HCVの感染機構
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HCVは細胞表面の硫酸多糖類(GAGs)に捕捉され、エ

ンベロープ蛋白質を介して受容体に結合後、エンドサイト

ーシスによって細胞内へ侵入し、ウイルスゲノムを細胞内

に放出する。ゲノムRNAから翻訳されたウイルス蛋白質

によって複製と粒子形成が開始し、ウイルス粒子は小胞

体内腔に出芽し、ゴルジ装置を経由して細胞外に放出され

る。
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異的に結合するが、この結合を阻

害できる抗体をNOB抗体と呼び、

ウイルス感染も中和できるのでは

ないかと期待された。この様な中

和活性を持ったヒト抗体を遺伝子

組換え技術で大量に供給できれ

ば、HCVキャリヤーの肝癌進展

阻止に有効な治療薬になる可能性

が考えられる。我々は慢性Ｃ型肝

炎から自然治癒した症例のリンパ

球から抗体遺伝子のライブラリー

を作製し、ファージディスプレイ

法を用いて高いNOB活性を示す

抗E2ヒト型抗体を作製した。ま

た、ヒトリンパ球からヒト抗体を

分離する方法とは別に、マウスの

抗体遺伝子座をノックアウトし、

さらにヒト抗体遺伝子座を導入し

たトランスジェニックマウス（ゼ

ノマウス）を組換えHCVエンベ

ロープ蛋白質で免疫し、ヒト型抗

HCVエンベロープ抗体を作製し

た。これらの抗体は上記のシュー

ドタイプウイルスの感染を阻害し

なかったが、HCVエンベロープ

の細胞融合活性を阻害した。これ

までに報告されているヒト抗体は

全てE2蛋白質とCD81との結合を

阻害する活性、即ちNOB活性を

指標にして作製されたため、得ら

れた抗体は全て抗E2抗体であっ

たが、我々が作製したヒト型抗体

の中には抗E1抗体が４クローン

含まれていた。これらヒト型抗体

のウイルス排除活性をHCVに持

続感染しているチンパンジーで評

価したところ、抗体投与により一

過性にウイルス価の減少が認めら

れたが、１週間後には元に戻る傾

向が全例に認められ、HCVを生

体から排除するには至らなかっ

た。

コア蛋白質と肝発癌

Ｃ型肝炎はB型肝炎や自己免疫

性肝炎に比べて炎症が軽度である

にもかかわらず、高率に肝癌を発

症させる。従って、ウイルス蛋白

質の直接的な生物活性がＣ型肝炎

の病態に影響を及ぼしていること

も十分に考えられる。HCVのコ

ア蛋白質を発現するトランスジェ

ニックマウスの肝臓には慢性Ｃ型

肝炎患者と同等のコア蛋白質が発

現しており、４ヶ月から脂肪肝が

観察され、十数ヶ月齢で肝細胞癌

を発症する。このマウスの肝臓に

おける脂肪組成が代謝による脂肪

肝とは異なることから、コア蛋白

質の生物活性に起因するものと考

えられる。このマウスには炎症像

は認められず、コア蛋白質による

肝細胞の癌化には慢性的な炎症反

応が必須でないことを示してい

る。HCVコア蛋白質と相互作用

する宿主因子として我々はPA28

γを同定した。PA28γはプロテ

アソームの活性化を担う蛋白質で

核に局在している。コア蛋白質を

哺乳動物細胞で発現する際に、プ

ロテアソーム阻害剤で処理すると

核内にコア蛋白質が観察できるこ

とから、PA28γは核に移行した

コア蛋白質の分解に関与している

と思われる。

コア蛋白質の核移行の意義

基本的にはRNAウイルスは感

染宿主の細胞質で複製する。例外

はインフルエンザウイルスとボル

ナウイルスのみである。HCVに

近縁な日本脳炎ウイルス(JEV)な

どのフラビウイルスでも、感染細

胞の核内にコア蛋白質が検出され

ることが古くから知られていた

が、その生物学的な意義は解析さ

れていない。何故にHCVやJEV

は粒子形成に必須なコア蛋白質を

わざわざ核へ移行させるのであろ

うか？フラビウイルスのコア蛋白

質のアミノ酸配列をHCVのもの

と比較するとN末端側によく保存

された領域が存在する。特に、フ

ラビウイルスコア蛋白質の核移行

シグナル配列はよく保存されてお

り、中でも42番目のグリシンと43

番目のプロチンはHCVコア蛋白

質の核移行シグナル配列中にも完

全に保存されている。節足動物媒

介性のフラビウイルスと、血液媒

介性のHCVのコア蛋白質の核移

行シグナル内に完全に保存された

アミノ酸が存在することは、これ

らのウイルスの進化を考える上で

極めて興味深い。そこで、感染性

cDNAクローンが既に樹立されて

いるJEVのグリシンとプロリンを

アラニンに置換させて、コア蛋白

質が核へ移行しない変異型ウイル

スを作製しその性状を検討した。

変異型JEVは蚊の細胞ではよく増

研究最前線
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フラビウイルスは蚊などの媒介動物を介して哺乳動物

へと感染することが知られている。しかしながら、どの

ようなメカニズムで節足動物から哺乳動物へと種の壁を

越えて感染できるように進化したのかは明らかにされて

いない。一つの可能性として、フラビ

ウイルスはコア蛋白質を核内に移行さ

せることによって、宿主細胞の転写調

節を諮り、節足動物から哺乳動物へと

種の壁を超えて増殖の場を拡大したの

ではないだろうか。特に、JEVはブタ

に不顕性感染し、増殖宿主としてブタ

を感染環に取り込むことにまんまと成

功したのかも知れない。日本脳炎は終

末感染の結果であり、ヒトからヒトへ

と感染が広がることはない。一方、

HCVはコア蛋白質を核内でPA28γ

依存的に分解して、その分解産物に何

らかの生物活性を賦与することにより、ヒトに特化（馴

化）して慢性持続感染を成立させ、肝癌を発症する様に

進化したのかも知れない。

殖できるが、哺乳動物細胞での複

製が著しく低下しており、変異型

ウイルスを腹腔内に接種されたマ

ウスでは脳内にウイルスは検出さ

れず、マウスを殺さなかった。

これらの成績から、フラビウイ

ルスが節足動物から哺乳動物へと

種の壁を超えて複製の場を拡大さ

せる際に、コア蛋白質を核に移行

させてウイルスの複製に適した細

胞環境に改変する術を獲得したこ

とが伺える。フラビウイルスはコ

ア蛋白質を核内に移行させること

によって、宿主細胞の転写調節を

操り、節足動物から哺乳動物へと

種の壁を超えて増殖の場を拡大し

たのではないだろうか。特に、

JEVはブタに不顕性感染し、増殖

宿主としてブタを感染環に取り込

むことにまんまと成功したのかも

知れない。日本脳炎は終末感染の

結果であり、ヒトからヒトへと感

染が広がることはない。一方、

HCVはコア蛋白質を核内でPA28

γ依存的に分解して、その分解産

物に何らかの生物活性を賦与する

ことにより、ヒトに特化（馴化）

して慢性持続感染を成立させ、肝

癌を発症する様に進化したのかも

知れない（図2）。この点に関して

は、PA28γを欠損させたHCVコ

ア蛋白質のトランスジェニックマ

ウスでの肝癌発症の成績が直接的

な解答を示してくれると思われ、

現在解析を進めている。

おわりに

HCVの研究で最も重要なのは、

信頼できる細胞培養系の開発であ

る。これまでに多くのグループか

らHCVに感受性を示す細胞培養

系が報告されているが、いずれも

満足のゆくものではない。HCV

の細胞培養系の確立には、ウイル

スの吸着、侵入、脱核、翻訳、複

製、アセンブリー、そして出芽の

各ステップを詳細に解析し、それ

らを丹念に再構築して行く地道な

作業が必要と思われる。さらに、

それらの成果を基にしてHCVに

感受性を示すマウスを作製できれ

ばHCV研究のブレクスルーにな

ることは間違いない。それまでは

HCVの遺伝子を組み込まれたト

ランスジェニックマウスのお世話

になるしかない。それにしても、

どうしてHCVは培養細胞で増え

てくれないのであろうか。HCV

と人間の知恵比べは今のところウ

イルスの完勝である。

C型肝炎ウイルス研究と実験動物

JEV

HCV

種の壁を越える？

終末感染

コア蛋白質の核移行

増幅宿主

ヒトへ

先祖ウイルス

馴化？

図2 フラビウイルスの宿主拡大戦略（仮説）



40 LABIO 21 July 2005

日本実験動物協会主催の教育セ

ミナーフォーラムは例年、年１回、

東京で開催されていたが、今回、

平成17年3月15日に関西で初めて

教育セミナーフォーラムが開催さ

れた。

以前より、関西在住の実験動物

技術師や実験動物関連の方々か

ら、「年度末に東京で開催される

教育セミナーフォーラムに参加し

たいが、時間的ならびに経済的に

困難なので参加を断念せざるをえ

ない」などの御意見を頂いていた。

そこで、今年度の教育セミナーフ

ォーラムの開催を関西でという提

案を日本実験動物協会教育・認定

委員会で行なったところ、委員の

先生方の賛同を得ることができ、

今回の開催にこぎつけることがで

きた。しかしながら、関西で初め

ての開催ということもあり、どれ

だけの人々に参加して頂けるか心

配していたが、多くの関係者の御

協力のもと、幸いにも例年の参加

者数を上回る139名の方々の参加

を得ることができ、特に問題もな

く無事終了することができた。

前回までの参加者からのアンケ

ートにより、感染症関連のセミナ

ーを開催してもらいたいという御

意見を取り入れ、現在、社会的に

問題となっている新興感染症の話

題と実験動物において重要な感染

症について筑波大学の八神先生と

私で企画を考えた。午前中の第一

部は「最近話題の人獣共通感染症」

というテーマで、東京大学の吉川

先生には「人獣共通感染症と感染

症法・狂犬病予防法の見直し」に

ついて人獣共通感染症総論をかね

て、感染症関連の法律などの改正

点をわかりやすく解説して頂いた

後、国立感染症研究所の長谷川先

生、高崎先生には「重症急性呼吸

器症候群（SARS）」、「西ナイル

関西にて教育セミナーフォーラム2005
「最近話題の人獣共通感染症と実験動物の感染症」
を開催して

京都府立医科大学実験動物部門　助教授　喜多 正和

Forum 2005

● in Kyoto

教育セミナーフォーラム2005 京都

「最近話題の人獣共通感染症と実験動物の感染症」

日時：2005年3月15日（火） 10：00～17：00

場所：京都府立医科大学図書館ホール　　参加者139名

第一部　最近話題の人獣共通感染症

座長：喜多正和（京都府立医科大学） 吉川泰弘（東京大学）

１．人獣共通感染症と感染症法・狂犬病予防法の見直し

吉川泰弘（東京大学）

２．SARSの動物感染モデルとその解析 長谷川秀樹（国立感染症研究所）

３．鳥インフルエンザ 喜多正和（京都府立医科大学）

４．ウエストナイルウイルスの生態とその現状

高崎智彦（国立感染症研究所）

第二部 実験動物における最近話題の感染症

座長：八神健一（筑波大学） 伊藤豊志雄（実験動物中央研究所）

１．最近の動向 高倉彰（実験動物中央研究所）

２．パスツレラ感染 川本英一（東京医科大学）

３．ヘリコバクター感染 大橋弘明（実験動物中央研究所）

４．パラインフルエンザウイルス感染 大澤一貴（長崎大）

５．パルボウイルス感染 八神健一（筑波大学）

６．原虫・寄生虫感染病 柴原壽行（鳥取大学）

７．実験目的に応じた対策 伊藤豊志雄（実験動物中央研究所）
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熱」について、また昨年、京都の

養鶏場で発生した「鳥インフルエ

ンザ」について私が講演した。午

後の第二部では、「実験動物にお

ける最近話題の感染症」というテ

ーマで、全体の動向を実験動物中

央研究所の高倉先生に、細菌感染

症としてはパスツレラおよびヘリ

コバクターについて東京医科大学

の川本先生および実験動物中央研

究所の大橋先生に、ウイルス感染

症としてはパラインフルエンザウ

イルスとパルボウイルスについて

長崎大学の大澤先生と筑波大学の

八神先生に、寄生虫感染症として

消化管原虫・寄生虫を鳥取大学の

柴原先生に御講演頂いた後に、最

後に実験動物中央研究所の伊藤先

生に「実験目的に応じた対応策」

としてまとめて頂いた。いずれの

内容も興味深いものばかりで、各

講師の先生方にはそれぞれの内容

を要領良くまとめて頂いたので、

非常に分かりやすかったように思

う。しかしながら、非常に広範囲

で重要な内容のお話を20分程度と

短時間の講演時間でまとめて頂い

たため、全体的に少し時間が不足

していたことが反省点である。

また、参加者の数多くの方々か

ら、引き続き関西での開催を希望

する御意見や関西での開催を支持

する御意見を頂いているので、来

年度も関西でのセミナー開催の実

現に向けて努力していきたいと思

う。

今回、本教育セミナーフォーラ

ムの企画運営を分担した一人とし

て感想を述べさせていただきま

す。本テーマのセミナーがなぜ開

催されたかについては以下の背景

があると思っております。すなわ

ち、本セミナーの主旨にもありま

すように今まで実験動物分野と畜

産分野は交流が不十分でしたが、

ヒト、マウス、ラット、ウシなど

最近のゲノムドラフトシークエン

スの公表等各種動物ゲノム解析研

究の急速な進展の状況を踏まえ、

両分野の研究者・技術者が、ゲノ

ム情報をベースに研究や情報の交

流を活発化させる非常に良い時期

に来ているとの共通認識があった

からと思います。河野先生の基調

講演では、マウスを使用した生殖

細胞のエピジェネティックな遺伝

子制御機構の解明が、家畜の繁殖

分野において、近い将来、新しい

発生工学技術の開発につながる夢

を我々に持たせてくれました。ま

た、国枝先生は講演の中で、実験

動物分野、畜産分野、医学分野の

研究が比較ゲノム学という共通基

盤のもとに３者が互いに影響を与

え合い、ともに発展できる時代に

なっていることを強調されまし

た。QTL関連では、渡邊先生か

ら、黒毛和種において既に一部候

補遺伝子のポジショナルクローニ

ングまで進んでいる肉質QTL研

究の現状、山田先生からは

OLETFラットを用いた筋肉内脂

肪交雑原因遺伝子の同定の発表が

あり、いよいよ畜産分野で最も興

味のある霜降り遺伝子の実体が明

らかになりつつあることが実感で

きました。さらに、横山先生と城

石先生が発表された形質転換動物

「実験動物における遺伝子改変技術の現状と
畜産分野への展開」に参加して

（独）農研機構・畜産草地研究所　上席研究官　小松 正憲

Forum 2005

● in Tokyo
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やコンソミックマウスの表現型解

析からウシなど家畜の解析にも極

めて有効な情報が得られる可能性

を強く感じました。体細胞クロー

ン研究においても、窪田先生の黒

毛和種での研究、小倉先生のマウ

スでの研究からは、インプリンテ

ィング遺伝子の発現異常の原因究

明やこれら遺伝子発現異常の胚段

階での診断技術の開発等、畜産サ

イドでの生産現場での問題点を実

験動物サイドの技術者・研究者が

把握し、共同で原因究明すること

ができれば両サイド大いにメリッ

トがあると思いました。今後とも、

定期的に共同シンポジウムを開催

するなど、実験動物サイドおよび

畜産サイドの技術者・研究者の一

層の交流が必要であると痛感いた

しました。今回のセミナーがその

大きな交流のキッカケになること

を期待したいと思います。

「実験動物における遺伝子改変技術の現状と
畜産分野への展開」に参加して

京都大学大学院農学研究科教授　佐々木 義之

Forum 2005

● in Tokyo

実験動物協会による今回の教育

フォーラムは、実験動物分野と畜

産分野とが一緒になって遺伝子工

学やゲノム解析について話し合う

初めての試みであったとはいえ、

大変素晴らしい企画であったと思

う。まず、基調講演では河野友宏

先生が実験動物学、畜産学などに

共通する基礎生物学的研究「マウ

スの単為生殖」について話された

が、お話しは大変深みがあり、し

かも難しい内容を分かり易く話さ

れたので、大変面白く感銘を受け

た。次に、実験動物と家畜の両分

野に造詣の深い国枝哲夫先生が、

「実験動物における遺伝子改変技術の現状と畜産分野への展開」

（社）畜産技術協会補助事業　

日時：17年3月23日（水） 10:00～17:00

場所：東京大学弥生講堂　　参加者102名

基調講演 座長 佐々木義之（京都大学）

１．単為発生マウス　―かぐやの誕生―　 河野友宏（東京農業大学）

２．家畜、実験動物、ヒトを結ぶ比較ゲノム学 国枝哲夫（岡山大学）

第一部「産業動物および小実験動物におけるＱＴＬ解析、形質転換お

よびクローン研究」

座長　小松正憲（農生研機構畜産草地研究所）

１．黒毛和種における増体・肉質形質のＱＴＬ解析

渡邊敏夫（畜産技術協会）

２．モデル動物を用いた筋肉内脂肪蓄積原因遺伝子の同定

山田宣永（京都大学）

座長　八神健一（筑波大学）

３．遺伝子導入技術を用いて作出された形質転換動物の表現型解析

横山峯介（新潟大学）

４．コンソミック系統を用いた体質関連遺伝子の探索

城石俊彦（国立遺伝学研究所）

座長　渡辺伸也（農生研機構・畜産草地研究所）

５．黒毛和種クローン牛の作出 窪田力（鹿児島県肉用牛改良研究所）

６．実験動物を用いたクローン動物の作出 小倉淳郎（理化学研究所）

教育セミナーフォーラム2005 東京
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ゲノム科学は今や実験動物、家畜、

ヒトなどの垣根を跳び越えて相互

に知見を共有し合い、ゲノムシフ

トアプローチができる段階に達し

ていることを話され、さらに今後

ゲノム科学の一層の発展のために

比較ゲノム学の新しい展開を提案

された。午後からはQTL解析、

形質転換およびクローン研究につ

いて実験動物分野と畜産分野の双

方からそれぞれの分野におけるト

ピックスについて紹介があった。

互いに、そんなところまで研究が

進んでいるのだと、驚きとともに

興味津々で話に聞き入ったという

のが正直な気持ちではなかったで

しょうか。

いま生物科学の中でも、動物科

学では量的形質の遺伝解析、形質

転換動物の作出とその利用、クロ

ーン動物研究など非常にホットな

取り組みが行われている。これら

の研究は一件別々のように見える

が、相互に深く関わりを持ってい

る。しかも、これらの研究を進め

る時、実験動物、家畜、ヒトなど

によって、局面ごとに取り組みの

難易度が大きく異なる。実験動物

の場合、ゲノム情報が豊富で、実

験条件の設定や近交系の作出・組

換え動物の作製が容易であるなど

研究材料として優れた特徴を持っ

ている反面、形質情報とくに量的

形質の情報が非常に限られてい

る。一方、家畜の場合は形質情報

は豊富で、大量の記録が蓄積され

ているが、近交系の作出や組換え

動物の作製は容易でない。また、

近年家畜のゲノム情報は蓄積され

つつあるが、実験動物に較べれば

まだまだpoorである。そこで、実

験動物分野と畜産分野がそれぞれ

の長所を活かし、短所を補い合っ

て、ジグソウパズルのようにしっ

かりと組み合わさることが肝心で

ある。このフォーラムを契機に、

両分野が情報交換や技術交流を一

層密にして、共に発展してくれる

ことを期待したい。



44 LABIO 21 July 2005

はじめに

ホルマリンとは：Formaldehydeは1867Hoffmanがメタノールから白金触媒により初めてガスを製造した。

1867年Tollensらは銅触媒によりHoffman法を改良、1888年Merklinらが工業的に水溶液Formalinの製造に

成功した。また天然界にも存在しており食品中に天然ホルムアルデヒドが含まれている事も明らかになっている。

殺菌作用はアルデヒド基（－CHO）がタンパクの－NH2、－SH基などの活性基と反応して結合しタンパクを凝固

させ、細胞表面の硬化や酵素タンパクの不活性化が起こり殺菌されることである。

ホルムアルデヒドガス消毒の現状：

現状薬事上ホルムアルデヒドガス

を使用した装置の名称はホルマリ

ン消毒器であるが、2005年4月改

正薬事法名称と分類に於いてホル

ムアルデヒドガス滅菌器の項目が

追加されている。またヨーロッパ

に於いては低温蒸気ホルムアルデ

ヒド滅菌装置（LTFS）＜http：

//www.matachana.com＞が認可さ

れておりホルムアルデヒドガスに

対する再認識がようやく行われつ

つある。しかしながら一般的医療

においてホルムアルデヒドガスに

よる消毒は、泌尿器科で用いられ

る硬性鏡の消毒など、ごく限られ

た分野で使用されるのみで、ホル

ムアルデヒドガスの浸透力、残留、

腐食性の点で、またシックハウス

症候群の主原因であるVOC（揮

発性有機化合物）の代表的存在に

挙げられる事や、嘗て行われてい

た病室の環境消毒としてホルムア

ルデヒドガス薫蒸はそのリスク

（作業者の暴露や周辺環境汚染）

を負ってまで行うには根拠に乏し

いとして推奨されていない事など

がホルマリンに対する負のイメー

ジを拡張している。こうした状況

下で我々はホルムアルデヒドガス

消毒のランニングコストが安く、

消毒温度・湿度・作用時間・濃度

の環境条件を確立すれば確実な消

毒効果が得られる事に着目し、従

来のホルムアルデヒドガス消毒装

置の問題点を解決し大型医療機器

の消毒からEOG滅菌器に替わり

える次世代の消毒（滅菌）装置ま

での開発に成功した。

『ホルムアルデヒドガスを使用した新消毒（滅菌）法』

株式会社メディエート　営業本部　第二種滅菌技師 田中 仁吾

表1 食品中のホルムアルデヒド含有量

注）それぞれの事項が一般的になったと考えられる年代を表したものである。

食品名 HCHO含有量（ppm） 食品名 HCHO含有量（ppm） 食品名 HCHO含有量（ppm）

りんご・梨類 2～8 鱈 30 生しいたけ 6～24

きゅうり 2.3～3.7 冷凍鱈（背肉） 21 乾ししいたけ 100～200

鳥獣肉類 0.5～6 冷凍鱈（白身） 4.6 その他きのこ 8～20

魚類 6～14 えび 2.4

燻製類 3～30 ヤリイカ 1.8

食品中のホルムアルデヒド『化学』1977年32号　大森光明・福井弥生・山田正三
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ホルムアルデヒドガスによる

消毒効果の検討：

ホルムアルデヒドガスによる消毒

効果の検討は十分に行われてきた

とは言い難い。そこで我々はホル

ムアルデヒドガス消毒の問題点で

ある不安定な消毒効果を克服する

為、殺芽胞を基本に検討し最適な

条件を確立し、薫蒸方式での浸透

性の悪さを克服する外的作用を利

用した常圧下で対象物に負荷のか

からないパルスインバーター方式

（実用新案取得）を開発した。こ

れはチャンバー内でホルムアルデ

ヒドガスの流れを強制的に起こし

それを可変させることにより死角

無くガスを浸透させる方法であ

る。これによりその効果は表１の

ように低濃度・低湿度・低温・短時

間で処理が可能となった。また

2 0 0 5 年 4 月 改 正 薬 事 法

（http://www.fukushihoken.metro.

tokyo.jp/yakumu/kaiseihou/）に伴

いホルムアルデヒドガス滅菌器の

名称取得を目的とした新消毒（滅

菌）方法プレバキュームシステム

はチャンバー内を陰圧状態にした

後ホルムアルデヒドガスを発生さ

せ浸透させる方法である。これに

より0.3mm×4000mmの細管処理

までが可能となった。確認方法は

細管中央部にアタッチメントを取

り付けその中にBI（Geobacillus

stearothermophilus 3.0×106をSUS

プレートに塗布）を入れ滅菌バッ

ク処理とした。

パルスインバーター方式消毒装置 プレバキューム式高水準消毒装置

細管試験材料 BI（Geobacillus stearothermophilus） 培養風景
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血液形態からみた実験動物

残留ガス処理：これまでのホルム

アルデヒドガスの無毒化方法とし

てはアンモニアによる化学的中和

法が主に行われて来たが、その効

果は十分ではなく、縮合反応により

生成されるヘキサメチレンテトラ

ミン（hexamethylenetetramine）

の 消毒庫内及び被消毒物への付

着の問題が指摘されていた。また、

不完全な中和状態による作業者の

被爆や環境汚染など多くの問題を

有している。

（化学反応式）

6HCHO＋4NH3＝（CH2）6N4（ヘキ

サメチレンテトラアミン）＋ 6H2O

我々が新しく開発した新無毒化方

法である循環式消毒ガス無毒化脱

臭装置“エコパル”（日米中韓特

許取得）は図１の様に残留するホ

ルムアルデヒドガスに酸化触媒に

て反応させることにより水と炭酸

ガスに分解し、外部に一切排出せ

ず消毒庫内を循環し分解するシス

テムである。循環式浄化方法を採

用したことによりエアレーション

を行わずホルムアルデヒドガスを

外部に排出しない。また、外気を

取り入れないことにより、それに

含まれる水分によってパラホルム

アルデヒド（刺激臭のある白色結

晶）の重合反応を抑制する事が可

能となった。

現在、医療機関や、特殊機関に

おいてのホルムアルデヒドガス排

出の規制・条例は現在の所ない

が、経済産業省と環境省が化学物

質 排 出 量 ・ 移 動 登 録 制 度

（P.R.T.R）に於いても外部に排出

しない、環境に対し負荷を与えな

いことは非常に重要である。また

設備面でも単独の排気ダクトの工

事が不要になり設備条件を選ばな

い。（初期投資の軽減）

おわりに：ホルムアルデヒドガ

ス消毒の問題点である不安定な消

毒効果を解決した消毒方法のパル

スインバーター方式とプレバキュ

ームシステムと残留ガス処理を解

決した消毒ガス循環式無害無毒化

装置“エコパル”により負のイメ

ージは払拭され

た。現在、エチ

レンオキシドの

代替法として過

酸化水素プラズ

マ滅菌の普及が

盛んであるが、

これも滅菌対象

物の制限等あ

り、完全に代替

できない状況で

ある。またヨーロッパでは低温蒸

気ホルムアルデヒド滅菌が普及し

つつあるが、高温・高湿度の条件

で滅菌を行なう為、これも代替法

としては不十分である。我々はエ

チレンオキシド滅菌の代替法とし

て、改正薬事法に伴いホルムアル

デヒド滅菌装置の認可を取得し、

次世代の新しいガス滅菌法として

確立し普及して行くため、開発と

研究や学術発表を進めている。今

後は従来のホルムアルデヒドガス

消毒の問題点を解決した低ランニ

ングコスト・短時間処理可能で素

材腐食や劣化の全くない消毒（滅

菌）法としてより普及して行く事

が予想される。

表2 ホルムアルデヒドガスによる消毒方式比較

薫蒸方式 パルスインバーター方式

濃度（ppm） 10,000（ppm） 3,000（ppm）

湿度（％） 70～90（％） 50～60（％）

処理時間（H） 8～24（H） 3～5（H）

HCHO＋O2＝H2O＋CO2

図１　エコパル概略図
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K. Kazusa, Y. Namiki, A. Asano, Y. Kon, D. Endoh and T.
Agui: Comparative Medicine. 54(2), 179-184 (2004).

キーワード：マウス、停留精巣、熱ストレス、
精子形成、系統差

keyword

翻訳21－1

停留精巣における精子形成に関する様々なマウス系統間での差

Inform
ation

本研究の目的は、停留精巣にお

ける精子形成に関するマウス系統

差を明らかにすることである。

A/J、BALB/c、CBA/N、C3H/He、

C57BL/6(B6)、ddYおよびICR系統

のマウスは、実験的に誘導した停

留精巣による熱ストレスに感受性

であり、対照的に、AKR/N(AKR)、

MRL /Mp J - + / + (M+ )および

MRL/MpJ-lpr/lpr(lpr)系統のマウ

スは熱ストレスに抵抗性であった。

感受性群ではアポトーシス細胞の相

対的な増加がみられたが、抵抗性群

ではみられなかった。P C N A

（ proliferating cell nuclear

antigen）陽性細胞の減少は、実験

的に誘導した感受性群の停留精巣

でのみみられた。これらの結果は、

MRLおよびAKR系統では熱ストレ

ス抵抗性の生殖細胞が存在し、お

そらくそれは遺伝的背景によるも

のであることを示唆している。

（翻訳：秀嶋　信）

C. C. Pérez-García, M. Peña-Penabad, M. J. Cano-Rábano, M.
B. García-Rodríguez, D. Gallego-Morales, M. A. Ríos-Granja
and I. Diez-Prieto: Laboratory Animals 37(1):68-71 (2003).

キーワード：スナネズミ、静脈内注射、大腿静脈

keyword

翻訳21－2

スナネズミ (Meriones unguiculatus)に静脈内注射を行うための簡単な方法

Inform
ation

スナネズミに物質を静脈内投与

する際の簡単かつ適切な方法を以

下に記載する。浅い麻酔下でスナ

ネズミを背側横臥位に保定し、大

腿内側の皮膚に大腿静脈と平行に

きわめて小さな切開を施した。静

脈へはこの皮膚のわずかな切開か

ら簡単に到達できる。注射には30

ゲージの針を付けたインスリンシ

リンジを用いた。この方法は簡単

かつ迅速に行えるものであり、適

切な麻酔を施すことにより、速や

かな回復も可能となる。

(翻訳：黒川正樹)

A. K. V. Buddaraju and R. W. Van Dyke: Comparative
Medicine. 53(6), 616-621 (2003).

キーワード：ラット、床敷、松材、エンドソーム、
酸性化

keyword

翻訳21－3

ラット肝臓エンドソームにおける酸性化に対する床敷の影響

Inform
ation

松材などの床敷や環境要因は、

肝臓において薬物代謝酵素である

チトクロームP450を誘導すること

が知られている。床敷として松材

を用いた場合、ラット肝臓のエンド

ソームにおける酸性化のベースラ

インおよびcAMPによる酸性化の

制御に変化がみられ、それは塩化

物の有無にかかわらず、ATP依存

性プロトン輸送の減少によること

が明らかとなった。cAMPはプロ

テインキナーゼBや細胞外シグナル

制御キナーゼ ( E R K ) 1および

ERK2、ならびにp38マイトジェン活

性化プロテインキナーゼのリン酸

化状態を変化させるが、飼育条件

の変化は、上記および他のシグナ

ル伝達分子のベースラインや

cAMPによる制御に影響を与えな

かった。床敷の素材はラットの薬

物代謝のみならずエンドサイトーシ

スにも影響を及ぼす可能性がある

と考えられる。（翻訳：上田直也）

Information on Overseas Technology

Inform
ation

on
Overseas

Technology
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質問の回答です。ご意見、お答えお待ちしています。

１．培養検査に関する質問

Q：寒天培地をシャーレに分注し、冷却後、冷蔵庫保存し

ていると蓋に水滴が付いていることがあります。防止

法や除去法などありますか？

A：防止法としては、保存時、まずクリンベンチ内などで

良く培地表面を乾燥させることであると思います。つ

ぎに使用時は、いきなり室温に放置するのではなく、

時間をかけて培地温度を室温に戻すことができれば、

水滴はかなり防止できると思います。ただ現実にはこ

のために時間をかけることは難しいので、作成時と同

様にクリンベンチ内にて乾燥させるのが、コンタミ防

止上からも一番良い方法であると思います。

Q：肺パスツレラは咽喉頭からの検出率が高いとも聞きます

が、採材部位は気管粘膜の方がベターなのでしょうか？

A：本菌は、鼻腔、口腔、咽喉頭、結膜、気管粘膜あるいは

糞便などから検出することができます。では何故、鼻

腔、口腔、咽喉頭や糞便を対象に検査しないのか？

一番大きな理由は雑菌の存在です。糞便はもとより、

鼻腔や咽喉頭などには気管に比べ雑菌が多く、それが

邪魔をしてコロニーの鑑別を難しくするからです。ま

た口腔と気管粘膜の検出率にも大きな差がないことか

ら、気管粘膜および結膜を検査対象部位としています。

Q：血液寒天培地にプロテウス属菌が発育・遊走してしまい

判定できないことがあります。防ぐ方法はありますか？

A：完全に防ぐ方法はありません。ただ使用培地表面を良

く乾燥させることにより、発育したプロテウスの遊走

を完全ではありませんが、抑制することができます。

Q：PPLO寒天培地は他の培地と同じ培養条件ですか？

A：他の培地の培養条件とは異なります。マイコプラズマ

は微好気性であること、また培養期間が長い（一週間）

ため培地の乾燥を防ぐことを考慮しなければなりませ

ん。したがってCO２インキュベーターにて培養するの

が理想的です。また簡便法として、ビニール袋に培地

と湿らせた脱脂綿を入れ、なるべく空気を抜き、密封

後37℃にて培養する方法でも可能です。

２．寄生虫検査に関する質問

Q：マウスの消化管内において多く見られる原虫を教えて

ください？

A：近年、マウスにおける消化管内原虫の検出率は上昇し

ています。特にコンベンショナル由来マウスでは高い

値を示しています。多く見られる原虫は、トリコモナ

ス（Trichomonas murisなど）、アメーバ（Entamoeba

murisなど）、オクトミタス（Octomitus intestinalis）、キ

ロマスティックス（Chilomastix bettencourti）などです。

その他、ジアルジア（Giardia muris）、スピロヌクレウ

ス（Spironucleus muris）などがありますが、汚染率はそ

れほど高くありません。

Q：消化管内原虫や蟯虫感染が判明したときの駆除法を教

えてください。また予防法も教えてください？

A：まず駆除法についてお答えします。

①消化管内原虫

最適な方法は、子宮切断法や受精卵移植法による

クリーニングです。薬剤による駆除法として、教科

書にはメトロニダゾールやカルバルソン等が原虫

駆虫薬として有効であるとされていますが、劇的

な効果があるとの記載はありません。また薬剤に

よる駆虫後の効果判定が難しいということもあり

ます。

②蟯虫

薬剤による蟯虫駆除は有効であることが報告され

ています。具体的な駆虫法としては、パモ酸ビラン

テル0.02％添加飼料の30日間連続投与、あるい

はイベルメクチンを2mg/kg/dayの投与量となる

ように飲水に混和し、それの21日間連続投与など

があります。

つぎに予防法ですが、非汚染施設を寄生虫汚染か

ら守る最適な手段は、当たり前ですが感染動物の

持ち込み防止です。導入動物の寄生虫検査結果を

確認することが重要です。そして施設内拡散防止

のためには、まず徹底した動線管理が必要です。寄

生虫感染の伝播は感染動物との同居あるいは汚染

床敷、糞便との接触にて起こるので、その経路をし

っかり遮断することです。伝播の主な原因となる

虫卵は加熱により死滅します（通常の消毒薬ではあ

まり効果なし）。したがって、施設内の拡散防止や

クリーニング後の再感染防止のためには、使用器

具・器材のオートクレイブ滅菌が最も効果的です。

（モニタリング技術小委員会　委員長　高倉　彰）

感染症診断・予防実技研修会（モニタリング研修会）においては、受

講生から様々な質問が出されます。その中から今回は培養・寄生虫検査

に関する質問について特集します。

次回は、飼育管理に関するQ&Aを特集します。NEXT ▼
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『ソロモンの指環』

コンラートローレンツ（著）

日高敏隆（翻訳）

ハヤカワ文庫NF

世界的に著名なコンラート・

ローレンツ博士が書かれた「動

物行動学」の入門書である。

先日、筆者が地元の区立図書

館で書庫を見ていたら、懐かし

い黄色の表紙「ソロモンの指環」

があるではありませんか。この

本との出会いは、1973年4月、大

学の教養部で「動物心理学」な

る講座を選択したのがきっかけ

でした。教授が本書を使って

「将来の獣医」達に動物行動や心

理を巧みな話術で紹介してくれ、

まだ純真だった私は何回もこの

本を読み返しました。22年後に

再度巡り合い、再び読んだ感動。

あの時自分が気づかなかったも

のや、昔を思い出し反省させら

れる部分。老いも若きも是非読

んで頂きたい一冊です。え！感

想はないのか？――――。先ずは

読んでみて下さい。昨今話題に

なっている動物愛護についても、

考えが変わるかもしれませんよ。

〔選・評：櫻井康博〕

『中国の蝉は何と鳴く？』

山口　仲美著

日経BP社　2004年11月刊

￥1,400

著者が北京外国語大学に設置

されている「北京日本学研究セ

ンター」での教育経験から中国

の学生や教師たちの日本語への

反応を綴ったエッセイ集である。

古来より、虫の声や物音を写す

日本語の言葉（擬音）が豊富で、

日本文学の魅力になっているが、

中国語ではこの擬音の表現が出

来ず、「蝉の声を写す言葉は？」

の質問に何故か一斉に笑うだけ。

古来から「蝉」や「蛙」をめで

たり、食材にさえする国民なの

に…。この解答は聴覚大脳生理

学者角田忠信博士の『日本人の

脳』大修館書店に詳しい。

〔選・評：新関治男〕

Books Books Books Books Books Books Books Books Books Books Books Books Books Books Books Books Books Books Books Books Books

BOOK
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平成16年度（第20回）実験動物技術師認定試験
結果概要報告

1．高校生（二級）

11の認定校から124人の受験者があり、学科試験

（平成16年8月15日）および実地試験（平成16年11月28

日）を経て最終的に75人が合格した。平均点は総論

56.2点、各論58.7点であった。最終合格率は60.5％とな

り、前年度（37.1％）を大きく上回った。これは前年

に比べ実地試験の合格率が大幅に上昇したことによる。

【高校生の結果の概評】

各受験者、各高校とも昨年に比べて行き届いた試験

準備がなされていたが、中には旧テキストを使用して

受験に望み、点数を上げられない高校の例もあった。

試験範囲を明確に指定していることもあり、新テキス

トに沿った受験準備を求めたい。総じて、昨年に比べ

てよく勉強した跡がうかがえる結果であった。特に、

学科試験合格者による実地試験合格率が昨年より大幅

に上昇し、好成績をあげた。これは、今年から選択動

物種が変更になり、各論は１種だけでよくなった結果

の反映と考えられ、各受験者とも集中的に実地修練を

積んできた現われと考える。

2．一般（二級）

平成16年11月28日に日本獣医畜産大学を会場として

学科試験並びに実地試験が行われ、539人が受験した。

学科試験における平均点は総論70.3点、各論79.1点で

あり、合格率は学科82.2％、実地を含めた最終合格率

は80.9％であった。

学科試験並びに実地試験とも例年にない高得点を示した。

【二級一般試験の概評】

選択動物種の改訂により、各受験者とも得意な動物

種について集中的に準備をしてきた様子がうかがえ

る。しかし、最終的に学科で合格していながら実地で

不合格になる例があり、今後は学科、実地とも満遍な

く勉強して試験に臨むことを期待する。

３．一級（一般、白河研修修了者）試験の概要

学科試験は平成16年11月28日（日）に高度技術者養

成研修（白河研修）修了試験合格者は選択科目につい

て、また一般受験者は必須科目と選択科目につい行わ

れた。

一般受験者による必須科目は20名が受験者し、平均

点は総論54.7点、各論（マウス･ラット・その他小動

物）は60.0点であり、合格者は4名であった。

因みに、白河研修では40名が必須科目の修了試験を受

験し、平均点は総論76.7点、各論（マウス･ラット・

その他小動物）は64.4点で実地試験を含めた合格者は

31名であった。

選択科目は一般受験生20名と白河研修終了試験合格

者（14～16年度）40名の合計60名が受験した。選択科

目は2科目であり、全科目を通じた平均点は74.8点で

あった。合格者は必須試験合格者4名を含む37名であ

った。

一級実地試験は平成16年3月7日（日）に日本獣医畜

産大学で行われ、白河研修修了試験合格者は選択科目

について、また一般受験者は必須科目と選択科目につ

平成16年度の実験動物技術師認定試験（一級、二級）がすべて終了したのでその概要を報告する。

今年度は、テキストが改訂され、また学科及び実地試験における選択動物種が変更されるなど、

新たなシステムによって試験が行われた。

学科試験の内容はすべて新しいテキストの中から出題されたため、受験生の準備対応が気になる

ところであったが、どの受験生もそれぞれ適切に対応して試験に臨んでいたように思われる。

また、今回から答案用紙もマークシート方式として採点業務の効率化を図るとともに、学科試験に

おける配点も総論100点（100問）、各論100点（50問）の合計200点満点とした。それぞれの結果の概

要は下記の通りである。

教育認定専門委員会委員長　大和田一雄　
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いて行われた。

受験者は11月28日に一般受験者として合格した4名

を含む37名であり、合格者は24名であった。

従って、最終的には受験者数60名で、合格者は24名

で40％の合格率となった。

【一級一般試験の概評】

相変わらずの難関であった。必須科目の学科合格者

が20％、必須項目の実地試験を経た後の最終合格率は

10％であった。白河研修を受講せずに直接受験するた

めには、それ相応の十分な予習と実地修練が求められ

ることをあらためて喚起したい。

【一級各論試験概要】

2科目選択ではあるが、例えば従来はモルモット・

ウサギで1科目であったものが、本年度はモルモット、

ウサギで2科目となった。そのため勉強の範囲が狭ま

ったためか、1科目平均は74.6点であった。これは必

須の各論であるマウス･ラット・その他小動物に比べ

て高い点である。必須試験から受ける受験者も各論と

両方の受験で大変ではあろうが、必須の総論、各論に

もう少し力を入れることを望む。

【一級実地試験の概評】

選択動物種が改訂され、実地試験の内容もより深く、

広い範囲で設問されるようになった。動物種間の難易

度に差は無いものの、受験者の準備状況に大きな違い

が認められそれがそのまま最終結果として反映してい

ると考えられた。受験者は必ず自分の選択した動物種

について十分な知識を蓄えて試験に臨むことを期待し

たい。よもや、その動物種を選択していながら、一度

もその動物に触れたこともない、という様なことのな

いよう十分な準備と対策を講じることを期待している。

今回の受験者の内訳は、一般受験4名、平成14年度

白河修了者3名、平成15年度白河修了者4名、平成16年

度白河修了者26名であった。そのうちの合格者は、そ

れぞれ2名、2名、4名、16名であった。一方で、白河

修了試験で不合格となり、11月の一般試験でも不合格

となった例もあり、受験者にはそれ相応の十分な対応

と準備を重ねてお願いしたい。白河修了試験合格者に

は３回の受験機会が保証され、その間は必須科目が免

除される特典もあるので今回残念な結果に終わった受

験者には、是非来年以降の再起を促したい。
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日本実験動物学会の動き

１．第52回日本実験動物学会総会

平成17年5月19日に第52回通常総会がタワーホー

ル船堀で開催されました。通常総会に引き続き学

会賞の表彰が下記の方々に対して行われました。

１）功労賞

前島一淑　会員

降矢　強　会員

２）安東・田嶋賞

国枝哲夫　会員：「生殖異常および発生異

常を呈するミュータントラットの原因遺伝子に

関する研究」

３） 奨励賞

大野民生 会員：「マウスを用いた寄生虫感

染に対する宿主抵抗性因子の遺伝学的解析」

４） 2004年Experimental Animals最優秀論文賞

野口　章会員、竹川奈穂会員、Thorbjorg

Einarsdottir、小浦美奈子会員、野口洋子

会員、高野　薫会員、山本美江会員、松田

潤一郎会員、鈴木　治会員「ゲノムウォー

キングにより決定した外来遺伝子近傍ゲノ

ム配列による導入遺伝子の染色体マッピン

グと遺伝子型判定法」

２．平成17年度学会賞推薦受付

平成17年度の学会賞（功労賞、安東・田嶋

賞、奨励賞）に関して受賞候補者の推薦受付

を行っています。受付期限は平成17年9月10日、

送付先は日本実験動物学会事務局です。応募

方法は例年通りですが、詳細につきましては

実験動物ニュースを参照して下さい。

日本実験動物技術者協会の動き

過日，下記の要領で総会並びに研究会が盛会のう

ちに終了しました｡

日本実験動物技術者協会　第39回総会

会　期：平成17年 6月24日 (金) ～25日 (土) 

会　場：石川県立音楽堂（金沢市）邦楽ホール・交流ホ

ール

会　長： 中村由季子（金沢大学学際科学実験センタ

ー実験動物研究施設）

日　程：6月24日(金) 一般演題（口頭発表・ポスタ

ー発表）、特別講演、シンポジウム、教育講

演、評議会、総会、研究奨励賞受賞者講演、

器材展示、懇親会

6月25日(土) 一般演題（口頭発表・ポスタ

ー発表）、特別講演、シンポジウム、教育講

演、器材展示

教育講演

１．微生物モニタリング「適切な微生物学的品質

を維持するための対策」

２．環境モニタリング「適切な飼育環境を維持す

るために　測定方法と変動要因について」

３．発生工学「遺伝子改変マウスを作ってみよう」

「遺伝子改変マウスを使ってみよう」

シンポジウム

１．「起きたらどうする！最近頻発している感染

症の傾向と対策」

２．「実験動物の福祉と環境」

ランチョンセミナー

「小型実験動物吸入麻酔装置（普及型）の開発

について」

研究奨励賞

古島志伸　氏（熊本大学，株式会社パナファーム・

ラボラトリーズ）

技術功労賞

本多登美夫　氏（金沢大学学際科学実験センター）
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委員会名等 開催月日 協議内容及び決定事項

第１回通信教育小委員会 17. 4. 8 通信教育Ｑ＆Ａ集の改定と17年度の方針

第１回情報専門委員会 17. 4. 12 「LABIO 21」No.21の企画及び20周年記念誌

第１回教育・認定専門委員会 17. 4. 19 年間の事業計画について

第１回モニタリング技術小委員会 17. 4. 21 モニタリングマニュアル改定について

第１回動物福祉評価委員会 17. 5. 9 模擬調査の評価について

監事会 17. 5. 11 平成16年度の事業監査

第１回動物福祉専門委員会 17. 5. 13 模擬調査の進め方ほか

第１回技術指導員ワーキンググループ 17. 5. 24 技術指導員の具体的な推進について

第44回理事会・第21回総会 17. 5. 24 平成16年度の事業報告及び平成17年度事業計画

20周年記念式典 17. 5. 24 感謝状贈呈、記念講演、祝賀会

外来生物の多様化防止法令の説明会開催 17. 6. 13 東京大学弥生講堂にて

「日常の管理」講習会 17. 6. 18 日本獣医畜産大学にて

1．専門委員会等活動状況

協 会 だ よ り

◆実験動物技術指導員の応募資格は

（1）大学、研究所、製薬企業、受託研究企業、動物生産

企業等で実験動物学・実験動物技術の教育・研究等

の実務に7年以上従事している者

（2）関連分野に従事する実験動物高度技術者で当協会が

要請する者

（3）実験動物技術師一級資格取得後大学、研究所、製薬

企業、受託研究企業、動物生産企業等で実験動物学・

実験動物技術に関する実務に5年以上従事している者

◆実験動物技術準指導員の応募資格は

一級資格取得後2年を経過し、実験動物技術指導員およ

び実験動物技術準指導員として活動する意思がある者並

びに当協会が実験動物技術準指導員として要請する者。

但し、準指導員が指導員の認定を受けるには準指導員の

実務経験3年を必要とする。

◆資格認定は

当協会の実験動物技術指導員認定小委員会（学識経験

者、理事、等で構成）による書類審査（経歴、業績、小

論文）並びに面接審査により認定の可否が判断されます。

◆認定を受けるには、

①所属機関等からの推薦、②公募出願、③当協会から

依頼する場合、の３つの方法があり、それぞれ所定の必

要書類を当協会まで提出する必要があります。

◆平成17年度の募集時期　平成17年7月末日

書類審査の後、8月末までに面接審査を実施する予定です。

実験動物技術指導員並びに準指導員を公募します

詳細についは下記にお問い合わせください。

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-10

神田永谷マンション602号室

（社）日本実験動物協会

ＴＥＬ ０３－３８６４－９７３０

ＦＡＸ ０３－３８６４－０６１９

E-mail： jala@group.lin.go.jp

（社）日本実験動物協会はこれまで、数千人の二級実

験動物技術師と数百人に及ぶ一級実験動物技術師を認定

してきました。

近年、生命科学の進展や動物実験における動物福祉の

観点から実験動物技術師の必要性は益々高まっており、

より質の高い実験動物技術師の養成システムの構築が求

められています。この様な背景のもと、以前に制定され

た実験動物技術インストラクター制度を発展的に解消し、

平成17年度から実験動物技術指導員並びに準指導員の新

制度を発足させることといたしました。

本制度の目的、役割などは、「LABIO 21」No.20に記載

されている通りですが、今回、下記の３種類の方法によ

り実験動物技術指導員並びに準指導員を公募いたします

のでご案内いたします。

なお、従前の実験動物技術インストラクターは実験動

物技術指導員とみなされます。

公募
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◆ The 6th Transgenic Technology Meeting (TT2005)

日　時：2005年９月11～13日

会　場：Barcelona (Spain)

詳　細：http://www.cnb.uam.es/̃tt2005/

◆ National AALAS Meeting（米国実験動物学会）

日　時：2005年11月6～10日

会　場：St. Louis

詳　細：http://www.aalas.org

協 会 だ よ り

５月18日～21日に第52回日本実験動物学会が開催された。期間中、

私も学会の実行委員に任命され、初めて学会のお手伝いを経験した。

他のベテランの方に交じってのことで、逆に迷惑をかけないかと心

配したが、何とか期間中の役目は果たせたようだ。学会自体も参加

者が900名を大幅に超え、成功のうちに終了した。期間中のシンポジ

ウム等の企画についても、各会場とも聴講者が溢れていた。この機

会に最新の情報を持ち帰りたい、という気持ちの表われではないか

と思われた。「LABIO 21」も創刊以来、1冊ごとにその時の最新な、

また有益な情報を発信してきた。読者がなかなかそのような情報に

接する機会が少ない中で、こらからも「LABIO 21」を発行し続けて

いく意味を再認識させられた。 〔椎橋明広〕

（３）海外行事

※関連団体の行事については出来るだけ多くの関係者に周知したいので、行事計画が決定した場合には事務局まで御連絡下さい。

◆第34回日本環境変異原学会大会

日　時：2005年11月16日～18日

会　場：こまばエミナース（東京）

大会長：降旗千恵

◆第140回日本獣医学会学術集会

日　時：2005年9月29日（木）～10月2日（日）

会　場：かごしま県民交流センター

会　長：坂本 紘

◆第23回九州実験動物研究会総会

第25回日本実験動物技術者協会九州支部研究発表会

日　時：2005年11月19日（土）～20日（日）

会　場：鳥栖市安住・交流センター　サンメッセ鳥栖

◆第22回日本疾患モデル学会

日　時：2005年11月24日（木）～25日（金）

会　場：群馬県伊香保温泉　福一

内　容：総会及び学術集会

（2）関係協会団体行事

行事 開催日 場所

モニタリング研修会 17.7.8～9 実中研

高校生対象実験動物二級技術師学科試験 17.8.21 認定校

通信教育（スクーリング） 17.9.3～4 日獣大、京都府立医科大

白河研修 17.9.19～23 家畜改良センター研修所

各論講義 10月下旬

実験動物一級学科、二級学科・実地試験 17.11.27(日） 日獣大、京都府立医科大

実験動物一級実地試験 18.3.5(日） 日獣大

2．行事予定
（1）協会関係
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日本チャールス・リバー株式会社は、創業時の基本理念

「科学の知識に基づいた実験動物の生産・供給」に基づき、

世界のスタンダードとなる高品質SPF/VAF実験動物を安定供給し、

ライフサイエンスの発展を応援しています（VAF：Virus Antibody Free）。

※1995年、ISO9002シリーズ認証取得。
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